
憲
法
革
命
前
後
（
甲
斐
）

（
七
七
一
）

﹇
は
じ
め
に
﹈

タ
フ
ト
（W

illiam
 H

ow
ard T

aft

）
は
、
一
九
三
〇
年
二
月

三
日
に
、
健
康
状
態
の
悪
化
を
理
由
に
連
邦
最
高
裁
判
所
長
官
を

辞
職
し
た
。
そ
の
五
週
間
後
、
三
月
八
日
に
死
去
し
た
。
わ
ず
か

の
違
い
で
は
あ
る
が
、
現
職
の
ま
ま
死
去
し
な
か
っ
た
の
は
、
第

三
代
長
官
エ
ル
ス
ワ
ー
ス
が
病
気
で
辞
任
し
て
以
来
、
は
じ
め
て

の
こ
と
で
あ
っ
た
。

後
任
と
し
て
、
一
九
三
〇
年
二
月
一
三
日
に
第
一
一
代
連
邦
最

高
裁
判
所
長
官
の
地
位
に
就
い
た
の
は
、
ヒ
ュ
ー
ズ
（C

harles 
E
vans H

ughes, 1862 - 1948

）
で
あ
る
。

彼
は
、
一
八
八
四
年
に
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
を
卒

業
し
、
弁
護
士
を
開
業
す
る
。
そ
の
傍
ら
、
コ
ー
ネ
ル
大
学
ロ
ー

ス
ク
ー
ル
教
授
（
一
八
九
一
│
一
八
九
三
）
や
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
大

学
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
講
師
（
一
八
九
三
│
一
九
〇
〇
）
を
つ
と
め
て

い
た
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
大
学
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
時
代
の
教
え
子
に

ウ
ィ
ル
ス
ン
（W

oodrow
 W

ilson

）
が
い
た
の
は
有
名
な
エ
ピ

ソ
ー
ド
で
あ
る
。
優
れ
た
弁
護
士
活
動
の
結
果
、
一
九
〇
七
年
に

憲
法
革
命
前
後

│
ヒ
ュ
ー
ズ
第
一
一
代
長
官
の
時
代

│

甲　
　

斐　
　

素　
　

直

研
究
ノ
ー
ト

九
一



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
七
七
二
）

巡
洋
戦
艦
八
隻
を
根
幹
と
す
る
艦
隊
整
備
計
画
）
を
推
進
し
て
い

た
が
、
当
時
の
日
本
の
歳
出
総
額
が
一
五
億
円
で
あ
っ
た
の
に
対

し
、
仮
に
こ
の
艦
隊
が
す
べ
て
建
艦
で
き
た
場
合
に
は
、
そ
の
年

間
維
持
費
だ
け
で
六
億
円
と
、
総
歳
出
の
三
分
の
一
以
上
を
つ
ぎ

込
む
必
要
が
あ
る
と
い
う
、
財
政
的
に
は
不
可
能
に
近
い
軍
拡
計

画
で
あ
っ
た
。

同
じ
よ
う
な
状
況
は
、
ど
の
国
に
も
存
在
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、

ハ
ー
デ
ィ
ン
グ
大
統
領
の
提
案
で
開
催
さ
れ
た
の
が
こ
の
会
議
で
、

無
用
の
軍
拡
競
争
を
避
け
る
た
め
、
第
一
次
大
戦
の
戦
勝
五
ヶ
国

が
、
同
時
に
軍
縮
を
行
う
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
。
会
議
の
結
果
、

一
九
二
二
年
に
締
結
さ
れ
た
海
軍
軍
縮
条
約
に
よ
り
、
条
約
は
建

造
中
の
艦
船
を
全
て
廃
艦
と
し
た
上
で
、
米
・
英
・
日
・
仏
及
び

伊
の
保
有
艦
の
総
排
水
量
比
率
を
五
：
五
：
三
：
一
・
七
五
：

一
・
七
五
と
定
め
た
。

ヒ
ュ
ー
ズ
の
、
こ
の
主
席
代
表
以
外
の
国
務
長
官
と
し
て
の
主

要
業
績
に
は
、
一
九
一
六
年
以
来
、
米
国
の
占
領
下
に
あ
っ
た
ド

ミ
ニ
カ
共
和
国
の
独
立
を
認
め
た
（
一
九
二
二
年
）
こ
と
が
あ
る
。

ヒ
ュ
ー
ズ
は
ハ
ー
デ
ィ
ン
グ
が
死
亡
し
た
後
は
、
副
大
統
領
か

ら
昇
格
し
た
ク
ー
リ
ッ
ジ
（C

alvin C
oolidge

）
大
統
領
の
下
で

も
国
務
長
官
を
務
め
た
が
、
ク
ー
リ
ッ
ジ
が
再
選
し
た
一
九
二
八

は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
弁
護
士
会
の
会
長
に
就
任
し
て
い
る
。

公
的
経
歴
は
、
そ
の
一
九
〇
七
年
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
知
事
に
、

共
和
党
か
ら
当
選
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。
一
九
一
〇
年
に
連
邦
最

高
裁
判
所
陪
席
判
事
に
、
大
統
領
時
代
の
タ
フ
ト
に
よ
っ
て
任
命

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
一
九
一
六
年
に
、
共
和
党
の
大
統
領
候

補
と
な
る
た
め
、
最
高
裁
判
事
を
辞
職
す
る
。
こ
れ
は
ウ
ィ
ル
ス

ン
大
統
領
の
二
期
目
に
あ
た
る
選
挙
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ズ
は
、

ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
元
大
統
領
の
進
歩
党
（P

rogressive P
arty

）

の
支
援
も
受
け
た
の
で
、
元
教
え
子
の
ウ
ィ
ル
ス
ン
と
の
公
認
争

い
は
激
戦
と
な
っ
た
が
、
結
局
は
惜
敗
し
て
い
る
。
そ
の
後
は
大

統
領
選
挙
に
出
馬
し
よ
う
と
は
せ
ず
、
弁
護
士
を
務
め
て
い
た
。

し
か
し
、
一
九
二
一
年
に
ハ
ー
デ
ィ
ン
グ
（W

arren G
. 

H
arding

）
大
統
領
の
依
頼
で
、
国
務
長
官
に
就
任
す
る
。
こ
れ

は
、
一
九
二
一
年
一
一
月
に
開
か
れ
た
ワ
シ
ン
ト
ン
軍
縮
会
議

（W
ashington D

isarm
am

ent C
onference

）
で
、
米
国
の
主
席

代
表
を
務
め
る
た
め
で
あ
っ
た
。

第
一
次
世
界
大
戦
が
終
結
し
た
後
、
戦
勝
国
と
な
っ
た
連
合
国

側
は
、
ど
こ
も
海
軍
力
（
特
に
戦
艦
）
の
増
強
を
進
め
た
が
、
そ

う
し
た
軍
備
拡
張
に
伴
う
経
済
負
担
は
各
国
の
国
家
予
算
を
圧
迫

し
た
。
例
え
ば
、
日
本
の
場
合
、
八
八
艦
隊
計
画
（
戦
艦
八
隻
と

九
二



憲
法
革
命
前
後
（
甲
斐
）

（
七
七
三
）

し
か
し
、
一
九
二
九
年
一
〇
月
二
三
日
木
曜
日
、
理
由
は
全
く

判
ら
な
い
が
、
突
然
売
り
注
文
が
殺
到
し
、
株
式
価
格
は
暴
落
し

た
。

「
午
前
一
一
時
ご
ろ
、
い
き
な
り
ボ
ス
ト
ン
、
ブ
リ
ッ
ジ

ポ
ー
ト
、
メ
ン
フ
ィ
ス
、
タ
ル
サ
、
フ
レ
ズ
ノ
な
ど
全
国
の

遠
い
場
所
か
ら
大
規
模
な
売
り
注
文
が
入
っ
た
。
主
要
銘
柄

の
株
価
は
勢
い
よ
く
下
が
り
だ
し
た
。
そ
れ
か
ら
一
時
間
、

主
要
指
標
は
二
〇
％
下
落
し
、
投
機
銘
柄
の
指
標
の
よ
う
な

Ｒ
Ｃ
Ａ
は
三
五
％
以
上
も
下
が
っ
た
。
さ
ら
に
泣
き
っ
面
に

ハ
チ
で
、
嵐
に
よ
っ
て
通
信
網
が
か
く
乱
さ
れ
、
電
話
は
混

み
合
っ
て
つ
な
が
ら
ず
、
大
勢
の
投
資
家
が
証
券
会
社
に
注

文
を
通
せ
な
く
な
っ
た

（
1
）

。」

こ
の
日
だ
け
で
一
、二
八
九
万
四
、六
五
〇
株
が
売
り
に
出
さ
れ

て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
が
暗
黒
の
木
曜
日
（B

lack T
hursday

）
と

呼
ば
れ
る
事
件
で
あ
る
。

そ
の
週
末
に
、
全
米
の
新
聞
が
暴
落
を
大
々
的
に
報
じ
た
た
め
、

翌
週
の
二
八
日
月
曜
日
に
は
さ
ら
に
大
幅
な
下
落
が
起
こ
っ
た
。

「
こ
の
日
の
終
わ
り
に
は
九
〇
〇
万
株
が
売
買
さ
れ
て
、

ダ
ウ
は
四
〇
ポ
イ
ン
ト
、
ほ
ぼ
一
四
％
下
が
っ
た
。
一
日
の

下
げ
幅
と
し
て
は
歴
史
上
最
大
で
、
ア
メ
リ
カ
株
の
価
値
の

年
に
辞
任
し
て
い
る
。
同
年
、
ハ
ー
グ
の
国
際
司
法
裁
判
所
判
事

（C
ourt of International Justice

）
に
就
任
す
る
。

フ
ー
バ
ー
（H

erbert H
oover

）
大
統
領
が
ヒ
ュ
ー
ズ
を
連
邦

最
高
裁
判
所
長
官
に
任
命
し
た
こ
と
は
、
彼
の
、
こ
の
よ
う
な
法

曹
と
し
て
の
履
歴
を
見
れ
ば
不
思
議
で
は
な
い
が
、
実
際
に
は
強

い
反
対
に
直
面
し
た
。
一
方
に
お
い
て
、
ヒ
ュ
ー
ズ
は
弁
護
士
時

代
に
大
企
業
の
代
理
人
を
務
め
る
こ
と
が
多
か
っ
た
た
め
に
進
歩

派
か
ら
の
反
対
が
あ
り
、
他
方
、
進
歩
党
の
支
援
を
受
け
、
思
想

的
に
は
ニ
ュ
ー
リ
ベ
ラ
ル
に
属
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
保
守
派
か
ら

の
反
対
も
強
か
っ
た
。
し
か
し
、
上
院
は
五
二
対
二
六
の
多
数
で
、

彼
の
任
命
を
承
認
し
た
の
で
あ
る
。

一　

憲
法
革
命
と
は

（
一
）　

大
恐
慌
（The G
reat D

epression

）

第
一
次
世
界
大
戦
後
、
一
九
二
〇
年
代
の
米
国
は
先
に
紹
介
し

た
と
お
り
、
空
前
の
経
済
的
好
況
を
手
に
入
れ
た
。
そ
の
結
果
発

生
し
た
バ
ブ
ル
か
ら
、
ダ
ウ
平
均
株
価
は
五
年
間
で
五
倍
に
高
騰

し
、
一
九
二
九
年
九
月
三
日
に
は
、
ダ
ウ
平
均
株
価
は
三
八
一
ド

ル
一
七
セ
ン
ト
と
史
上
最
高
の
価
格
を
記
録
し
た
。
市
場
は
こ
の

後
、
様
々
な
理
由
か
ら
調
整
相
場
的
な
様
相
を
示
し
た
。

九
三



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
七
七
四
）

院
議
員
は
、
関
税
法
引
き
上
げ
法
案
を
議
会
に
提
案
し
、
下
院
は

五
月
二
八
日
に
可
決
し
た
。
ス
ム
ー
ト
（R

eed S
m
oot

）
上
院

議
員
も
こ
れ
に
協
力
し
、
一
九
三
〇
年
六
月
一
四
日
に
法
案
は
議

会
を
通
過
し
、
フ
ー
バ
ー
も
こ
れ
に
サ
イ
ン
し
た
。
こ
の
ス
ム
ー

ト
・
ホ
ー
リ
ー
法
（T

ariff  A
ct of 1930

＝S
m
oot-H

aw
ley 

T
ariff  A

ct

）
の
た
め
に
、
米
国
の
平
均
関
税
率
は
四
〇
％
前
後

ま
で
引
き
上
げ
ら
れ
た

（
4
）

。

こ
れ
に
よ
り
、
米
国
の
輸
入
は
抑
え
ら
れ
た
の
で
、
海
外
へ
の

ド
ル
の
流
出
は
止
ま
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
大
暴
落
と
は
関
わ
り

な
く
、
第
一
次
大
戦
後
、
世
界
の
工
場
と
な
っ
て
い
た
米
国
に
は
、

金
本
位
制
の
下
に
お
け
る
貿
易
の
結
果
、
大
量
の
金
（G

old

）

が
流
入
し
続
け
て
お
り
、
こ
の
当
時
に
お
い
て
は
、
世
界
の
通
貨

準
備
と
し
て
の
金
の
四
〇
％
は
米
国
に
集
中
し
、
ま
た
、
フ
ラ
ン

ス
中
央
銀
行
に
も
少
な
か
ら
ぬ
金
が
集
中
す
る
結
果
と
な
っ
て
い

た
。欧

州
各
国
は
、
金
本
位
制
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
国
内
に
一

定
量
の
金
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

こ
こ
に
、
Ｆ
Ｒ
Ｂ
（
ア
メ
リ
カ
連
邦
準
備
制
度
理
事
会
）
と
フ

ラ
ン
ス
中
央
銀
行
の
金
融
政
策
の
ミ
ス
が
重
な
っ
た
。
普
通
で
あ

れ
ば
、
国
際
市
場
で
ド
ル
が
買
わ
れ
れ
ば
、
ド
ル
の
為
替
レ
ー
ト

一
四
〇
億
ド
ル
分
が
消
え
失
せ
た

（
2
）

。」

こ
の
日
は
、
暗
黒
の
月
曜
日
（B

lack M
onday

）
と
い
わ
れ

る
。
投
資
家
は
パ
ニ
ッ
ク
に
陥
り
、
翌
火
曜
日
に
な
る
と
株
の
損

失
を
埋
め
る
た
め
、
様
々
な
地
域
・
分
野
か
ら
資
金
を
引
き
上
げ

始
め
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
銀
行
倒
産
が
連
続
し
、
米
国
の
金
融
シ

ス
テ
ム
が
停
止
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
日
は
悲
劇
の
火
曜
日

（T
ragedy T

uesday

）
と
呼
ば
れ
る
。

こ
う
し
た
大
恐
慌
に
対
し
、
一
九
二
九
年
一
一
月
一
三
日
、

フ
ー
バ
ー
大
統
領
は
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
古
典
経
済
学
の
理
論
に

従
い
、
神
の
見
え
ざ
る
手
が
自
由
に
働
く
よ
う
、
政
府
の
活
動
を

可
能
な
限
り
縮
小
す
る
と
と
も
に
、
前
年
に
成
立
し
た
ば
か
り
の

一
九
二
八
年
所
得
税
法
（R

evenue A
ct of 1928

）
よ
り
も
、

所
得
税
を
一
律
一
％
（
一
六
〇
百
万
ド
ル
）
削
減
す
る
減
税
法
案

を
議
会
に
提
出
し
た
。
議
会
は
、
そ
れ
を
速
や
か
に
、
そ
の
年
の

内
に
承
認
し
た

（
3
）

。

他
方
、
一
九
二
〇
年
代
に
お
い
て
は
、
世
界
的
に
は
貿
易
の
自

由
化
が
叫
ば
れ
て
い
た
が
、
米
国
内
で
は
む
し
ろ
農
産
物
を
中
心

と
す
る
国
内
産
業
を
外
国
産
品
か
ら
守
る
た
め
に
、
関
税
を
高
め

る
べ
き
だ
と
い
う
議
論
が
盛
り
上
が
っ
た
。
そ
こ
で
、
大
恐
慌
前

の
一
九
二
九
年
四
月
頃
、
ホ
ー
リ
ー
（W

illis C
. H

aw
ley

）
下

九
四



憲
法
革
命
前
後
（
甲
斐
）

（
七
七
五
）

金
本
位
制
離
脱
か
ら
わ
ず
か
一
ヶ
月
で
、
ア
メ
リ
カ
で
は

五
二
二
の
銀
行
が
破
産
し
た
。
年
末
に
は
預
金
総
額
一
七
億

ド
ル
に
上
る
二
二
九
四
行
、
一
〇
行
に
一
行
が
事
業
を
停
止

し
て
い
た

（
5
）

。」

大
恐
慌
が
進
捗
す
れ
ば
、
税
収
が
落
ち
込
む
の
は
当
然
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
当
時
の
米
国
は
、
小
さ
な
政
府
で
あ
る
た

め
、
政
府
歳
出
は
、
多
く
が
人
件
費
で
し
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、

減
少
し
な
い
。
そ
の
結
果
、
一
九
三
〇
年
に
な
る
と
、
早
く
も
財

政
収
支
は
赤
字
に
転
じ
、
そ
の
後
、
上
記
の
よ
う
な
理
由
か
ら
急

速
に
悪
化
し
た
。

や
む
を
得
ず
、
フ
ー
バ
ー
は
、
一
九
三
二
年
に
な
る
と
増
税
を

せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
増
税
は
、
最
低
課
税
率

は
、
そ
れ
ま
で
一
・
一
二
五
％
で
あ
っ
た
も
の
を
四
・
〇
％
に
上
げ
、

一
〇
万
ド
ル
超
の
所
得
の
あ
る
者
に
課
せ
ら
れ
る
最
高
税
率
に

至
っ
て
は
、
二
五
％
で
あ
っ
た
も
の
が
、
一
挙
に
六
三
％
に
は
ね

上
が
る
と
い
う
大
幅
な
増
税
で
あ
っ
た

（
6
）

。

不
況
時
に
大
幅
増
税
を
実
施
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
結
果

が
最
悪
の
も
の
に
な
る
の
は
当
然
で
、
不
況
は
急
速
に
深
刻
化
し

て
い
っ
た
。
一
九
三
三
年
に
は
工
場
労
働
者
の
二
五
％
、
そ
し
て

農
場
労
働
者
の
三
七
％
が
完
全
に
職
を
失
っ
て
い
た
。

が
強
く
な
る
。
し
か
し
、
Ｆ
Ｒ
Ｂ
は
、
そ
の
非
中
央
集
権
型
の
構

造
か
ら
発
生
す
る
内
部
対
立
か
ら
、
無
策
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
フ

ラ
ン
ス
中
央
銀
行
は
、
む
し
ろ
金
が
集
ま
る
こ
と
を
歓
迎
し
た
。

こ
の
た
め
、
金
の
流
出
に
苦
し
ん
だ
各
国
は
、
自
国
か
ら
の
金

の
流
出
を
抑
え
る
た
め
に
、
自
国
の
国
内
景
気
と
は
無
関
係
に
、

貸
し
出
し
金
利
を
引
き
上
げ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、

各
国
の
国
内
景
気
も
、
米
国
に
歩
調
を
そ
ろ
え
て
悪
化
す
る
こ
と

と
な
り
、
本
来
で
あ
れ
ば
、
米
国
の
国
内
的
な
恐
慌
に
過
ぎ
な

か
っ
た
も
の
が
、
世
界
恐
慌
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
。

一
九
三
一
年
九
月
、
金
の
流
出
に
耐
え
き
れ
な
く
な
っ
た
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
銀
行
が
、
金
本
位
制
を
放
棄
し
た
。
そ
れ
を
き
っ
か
け

に
英
連
邦
諸
国
が
金
本
位
制
を
放
棄
し
、
さ
ら
に
連
鎖
的
に
北
欧

諸
国
な
ど
、
英
国
と
緊
密
な
経
済
関
係
に
あ
る
国
々
に
よ
る
金
本

位
制
の
放
棄
が
続
い
た
。

こ
れ
に
パ
ニ
ッ
ク
を
起
こ
し
た
人
々
が
、
米
国
が
金
本
位
制
を

放
棄
す
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
一
斉
に
持
つ
ド
ル
を
金
に
兌
換
し
始

め
た
。
こ
う
し
て
米
国
か
ら
の
金
の
流
出
が
始
ま
っ
た
。

「
金
の
流
出
は
、
春
に
シ
カ
ゴ
で
始
ま
っ
た
銀
行
倒
産
の

波
に
さ
ら
わ
れ
か
け
て
い
た
ア
メ
リ
カ
の
銀
行
制
度
に
と
っ

て
、
と
り
わ
け
重
大
な
局
面
で
生
じ
た
。〈
中
略
〉
英
国
の

九
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日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
七
七
六
）

R
ecovery

（
回
復
）、R

eform

（
改
革
）
の
実
現
を
図
っ
た
政
策

で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
失
業
者
や
貧
困
層
を
救
済
し
、
元
の
レ

ベ
ル
に
経
済
を
回
復
し
、
そ
し
て
不
況
に
対
し
て
金
融
シ
ス
テ
ム

が
誤
っ
た
対
応
を
し
な
い
よ
う
に
改
革
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
主
た
る
手
段
と
し
て
は
、
大
企
業
や
銀
行
を
援
助
し
、
農

産
物
を
買
い
上
げ
て
農
民
を
保
護
し
、
ま
た
、
テ
ネ
シ
ー
渓
谷
開

発
公
社
（
Ｔ
Ｖ
Ａ
）
に
代
表
さ
れ
る
地
域
開
発
事
業
な
ど
公
共
投

資
の
増
加
に
よ
る
私
的
資
本
の
投
資
へ
の
刺
激
と
失
業
対
策
を
行

い
、
労
働
者
の
生
活
を
保
障
す
る
と
と
も
に
、
景
気
の
回
復
を
は

か
ろ
う
と
し
た
。

ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
政
策
を
支
え
た
最
も
重
要
な
法
律
と
し
て
、

全
国
産
業
復
興
法
（N

ational Industrial R
ecovery A

ct of 
1933

＝N
IR

A

）
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
方
で
企
業
に
カ
ル
テ
ル

や
独
占
を
許
容
す
る
こ
と
に
よ
り
、
各
産
業
の
生
産
量
を
規
制
し

て
企
業
に
適
正
な
利
潤
を
確
保
さ
せ
、
公
共
事
業
計
画
を
立
案
し

て
過
剰
な
労
働
力
を
吸
収
し
、
他
方
、
労
働
者
に
は
団
結
権
や
団

体
交
渉
権
を
認
め
、
最
低
賃
金
を
確
保
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
生

産
力
や
購
買
力
の
向
上
を
目
指
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の

施
行
を
管
轄
す
る
行
政
機
関
と
し
て
、
全
国
復
興
庁
（N

ational 
R
ecovery A

dm
inistration

＝N
R
A

）
と
、
公
共
事
業
庁

一
九
三
二
年
の
大
統
領
選
挙
は
、
現
職
の
共
和
党
フ
ー
バ
ー
と
、

民
主
党
の
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
（F

ranklin D
. R

oosevelt

）
が
戦
っ

た
。
厳
し
い
不
況
下
で
、
何
ら
効
果
の
あ
る
対
策
を
打
ち
出
せ
て

い
な
い
現
職
に
対
し
、
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
は
、
具
体
的
な
内
容
は
明

ら
か
に
し
な
い
な
が
ら
、
新
規
ま
き
直
し
（N

ew
 D

eal

）
を
叫

ん
だ
結
果
、
当
時
四
八
あ
っ
た
州
の
う
ち
、
メ
イ
ン
、
ニ
ュ
ー
ハ

ン
プ
シ
ャ
ー
、
バ
ー
モ
ン
ト
、
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
、
ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ

ア
の
五
州
以
外
の
す
べ
て
の
州
で
勝
利
し
、
全
選
挙
人
数
の

八
九
％
を
獲
得
す
る
と
い
う
地
滑
り
的
大
勝
利
を
上
げ
た
。

ま
た
、
同
時
に
行
わ
れ
た
上
下
両
院
選
挙
で
も
、
民
主
党
は
上

院
で
は
過
半
数
を
超
し
、
下
院
で
も
大
幅
に
勢
力
を
伸
ば
し
た
。

つ
ま
り
、
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
は
三
権
の
う
ち
、
二
権
の
掌
握
に
事
実

上
成
功
し
た
の
で
あ
る
。

（
二
）　

ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
政
策

一
九
三
三
年
三
月
四
日
に
大
統
領
に
就
任
す
る
と
、
ル
ー
ズ
ベ

ル
ト
は
、
そ
れ
ま
で
ア
メ
リ
カ
の
歴
代
政
権
が
取
っ
て
き
た
、
市

場
へ
の
政
府
の
介
入
も
経
済
政
策
も
限
定
的
に
と
ど
め
る
古
典
的

な
自
由
主
義
的
経
済
政
策
か
ら
、
政
府
が
市
場
経
済
に
積
極
的
に

関
与
す
る
政
策
へ
と
、
政
策
の
歴
史
的
転
換
を
敢
行
し
た
。
内
容

的
に
言
え
ば
、
こ
れ
は
三
つ
の
Ｒ
、
す
な
わ
ちR

elief

（
救
済
）、

九
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憲
法
革
命
前
後
（
甲
斐
）

（
七
七
七
）

史
に
残
る
大
政
治
改
革
を
前
に
し
て
、
そ
れ
に
賛
同
す
る
進
歩
派

（
リ
ベ
ラ
ル
派
）
と
、
そ
れ
に
反
対
す
る
保
守
派
と
が
激
し
い
対

立
を
示
し
た
。

進
歩
派
は
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
（L

ouis B
randeis

）、
ス
ト
ー
ン

（H
arlan F

iske S
tone

）
そ
れ
に
カ
ー
ド
ゾ
（B

enjam
in 

C
ardozo

）
の
三
判
事
で
、
マ
ス
コ
ミ
は
彼
ら
を
、
デ
ュ
マ
の
小

説
を
も
じ
っ
て
、
三
銃
士
（T

hree M
usketeers

）
と
呼
ん
だ
。

そ
れ
に
対
し
、
保
守
派
は
バ
ト
ラ
ー
（P

ierce B
utler

）、
マ

ク
レ
イ
ノ
ル
ズ
（Jam

es C
lark M

cR
eynolds

）、
サ
ザ
ラ
ン
ド

（G
eorge S

utherland

）、
ヴ
ァ
ン
・
デ
バ
ン
タ
ー
（W

illis 
V
an D

evanter

）
の
四
判
事
だ
っ
た
の
で
、
マ
ス
コ
ミ
は
彼
ら
を
、

聖
書
の
黙
示
録
を
も
じ
っ
て
、
四
騎
士
（F

our H
orsem

en

）
と

呼
ん
だ

（
7
）

。

長
官
の
ヒ
ュ
ー
ズ
と
ロ
バ
ー
ツ
（O

w
en J. R

oberts

）
判
事

は
、
い
わ
ば
中
間
派
を
形
成
し
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
時
々
の
事

件
に
お
い
て
、
こ
の
二
人
が
ど
ち
ら
の
側
に
付
く
か
で
、
判
決
は

大
き
く
左
右
に
揺
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
た
め
、
こ
の
二
人

は
振
り
子
投
票
者
（S

w
ing V

oter

）
と
呼
ば
れ
た
。
も
っ
と
も

二
人
の
間
に
も
若
干
の
温
度
差
が
あ
っ
た
。
ヒ
ュ
ー
ズ
は
、
進
歩

党
か
ら
大
統
領
に
推
薦
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
判
る
と
お
り
、
リ
ベ

（P
ublic W

orks A
dm

inistration

＝P
W

A

）
が
設
立
さ
れ
た
。

そ
れ
ま
で
、
日
本
で
言
う
公
共
事
業
に
当
た
る
も
の
は
、
陸
軍
工

兵
隊
に
よ
る
軍
事
目
的
と
さ
れ
る
事
業
し
か
な
か
っ
た
の
に
対
し
、

こ
の
時
初
め
て
、
米
国
で
本
来
的
意
味
の
公
共
事
業
が
行
わ
れ
た

の
で
あ
る
。

今
ひ
と
つ
の
重
要
法
律
と
し
て
、
農
業
調
整
法
（A

gricultural 
A
djustm

ent A
ct

＝A
A
A

）
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
方
で
は
農

民
に
補
助
金
を
支
払
っ
て
作
付
け
制
限
や
過
剰
家
畜
の
屠
殺
を
行

う
こ
と
で
農
業
生
産
を
抑
制
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
農
産
物
価
格
を

安
定
さ
せ
、
農
民
の
救
済
と
購
買
力
回
復
を
目
指
し
た
も
の
で
あ

る
。
そ
の
施
行
を
管
轄
す
る
行
政
機
関
と
し
て
、
農
業
調
整
庁

（A
gricultural A

djustm
ent A

dm
inistration
＝A

A
A

）
が
設

立
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
の
政
策
に
よ
り
、
政
府
支
出
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
に
占
め
る
割
合

は
、
四
・
五
％
（
二
九
〜
三
二
年
の
平
均
）
か
ら
九
・
五
％
（
三
三

〜
三
六
年
の
平
均
）
へ
と
急
拡
大
し
た
。
こ
れ
は
、
今
日
の
米
国

政
府
の
占
め
る
四
〇
％
内
外
の
数
値
に
比
べ
れ
ば
、
ま
だ
は
る
か

に
低
い
が
、
明
ら
か
に
大
き
な
政
府
へ
の
第
一
歩
で
あ
っ
た
。

（
三
）　

連
邦
最
高
裁
判
所
の
対
応

連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
こ
の
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
と
い
う
、
米
国

九
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日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
七
七
八
）

モ
ア
ヘ
ッ
ド
事
件
（M

orehead v. N
ew

 Y
ork, 298 U

.S
. 587 

（1936 （
8
）

））
で
違
憲
と
す
る
な
ど
、
労
働
分
野
の
立
法
で
も
そ
の
保

守
性
を
発
揮
し
た
。

な
お
、
三
銃
士
と
い
え
ど
も
、
絶
対
的
に
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
政

策
を
支
持
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
上
記
シ
ェ
ク
タ
ー
事
件
に

関
し
て
は
、
違
憲
判
断
に
賛
同
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
連
邦
最
高
裁
判
所
の
一
連
の
違
憲
判
決
に
よ
り
、

ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
政
策
は
機
能
不
全
の
状
態
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
。

こ
れ
は
、
大
統
領
お
よ
び
議
会
が
大
恐
慌
を
克
服
し
よ
う
と
努
力

し
て
い
る
の
を
、
四
騎
士
達
が
妨
げ
て
い
る
と
み
ら
れ
、
そ
の
よ

う
な
姿
勢
は
ロ
ッ
ク
ナ
ー
判
決
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
み
ら
れ
た
。

こ
の
時
期
を
ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代
（L

ochner era

）
と
呼
ぶ
の
は
、

こ
れ
が
理
由
で
あ
る
。

一
九
三
六
年
の
大
統
領
選
挙
で
、
し
か
し
、
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
は
、

一
般
投
票
で
六
〇
・
八
％
と
い
う
空
前
の
得
票
率
を
得
、
四
八
州

の
う
ち
四
六
州
を
制
す
る
と
い
う
地
滑
り
的
勝
利
を
掴
み
、
そ
の

結
果
、
選
挙
人
選
挙
で
は
わ
ず
か
八
票
を
逃
し
た
だ
け
と
い
う
、

モ
ン
ロ
ー
第
五
代
大
統
領
の
二
期
目
の
選
挙
（
事
実
上
、
共
和
党

し
か
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
）
と
い
う
異
常
な
例
を
除
け
ば
、
空

前
の
勝
利
を
得
た
。

ラ
ル
派
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
共
和
党
員
の
ロ
バ
ー
ツ
は
、
ど

ち
ら
か
と
い
え
ば
保
守
派
だ
っ
た
。

ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
政
権
の
初
期
に
お
い
て
は
、
最
高
裁
判
所
は
三

銃
士
と
中
間
派
が
手
を
組
ん
で
、
四
騎
士
の
反
対
を
押
し
切
っ
て

ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
立
法
を
肯
定
し
た
。
し
か
し
、
一
九
三
五
年
に

な
る
と
、
四
騎
士
が
中
間
派
と
手
を
組
ん
で
、
パ
ナ
マ
石
油
事
件

（P
anam

a R
efi ning C

o. v. R
yan, 293 U

.S
. 388 

（1935

））
で

ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
政
策
の
根
幹
と
も
言
う
べ
き
全
国
産
業
復
興
法

（N
ational Industrial R

ecovery A
ct

＝N
IR

A

）
の
一
部
を
違

憲
と
し
、
さ
ら
に
シ
ェ
ク
タ
ー
家
禽
社
事
件
（S

chechter 
P
oultry C

orp. v. U
nited S

tates 295 U
.S

. 495 

（1935

））
に

お
い
て
、
全
国
産
業
復
興
法
全
体
に
つ
い
て
違
憲
と
し
た
。
農
業

分
野
政
策
の
根
幹
で
あ
る
農
業
調
整
法
（A

gricultural 
A
djustm

ent A
ct 

＝A
A
A

）
に
つ
い
て
も
、
バ
ト
ラ
ー
事
件

（U
nited S

tates v. B
utler, 297 U

.S
. 1 

（1936

））
で
違
憲
と

判
決
し
た
。
ま
た
、
四
騎
士
は
ロ
バ
ー
ツ
と
手
を
組
ん
で
、
違
憲

と
さ
れ
た
全
国
産
業
復
興
法
の
炭
鉱
業
分
野
に
お
け
る
後
継
法
を
、

カ
ー
タ
ー
事
件
（C

arter v. C
arter C

oal C
om

pany, 298 U
.S

. 
238 

（1936

））
で
違
憲
と
す
る
な
ど
、
徹
底
的
に
否
定
し
て
い
っ

た
。
ま
た
、
例
え
ば
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
に
お
け
る
最
低
賃
金
法
を
、

九
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憲
法
革
命
前
後
（
甲
斐
）

（
七
七
九
）

え
て
い
る
が
、
他
の
判
事
は
七
〇
歳
未
満
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ

の
時
点
で
七
〇
歳
を
超
え
て
い
る
判
事
は
六
人
お
り
、
そ
の
う
ち

四
人
が
四
騎
士
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
法
案
が
成
立
す
れ
ば
、
大
統
領
と
し
て
は
、

四
騎
士
を
追
い
出
す
こ
と
が
で
き
な
く
と
も
、
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル

に
好
意
的
な
判
事
を
最
高
裁
に
送
り
込
む
こ
と
に
よ
り
、
四
騎
士

の
意
見
を
相
殺
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
最
高
裁
判
所
の
判
決

の
流
れ
を
逆
転
で
き
る
。

ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
は
、
政
策
を
国
民
に
呼
び
か
け
る
手
段
と
し
て

「
炉
端
談
話
（F

ireside chat

）」
と
称
す
る
ラ
ジ
オ
放
送
を
好
ん

で
使
っ
て
い
た
。
こ
の
法
案
が
公
表
さ
れ
た
の
は
一
九
三
七
年
二

月
五
日
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
最
高
裁
判
事
を
含
む
一
般
国

民
が
そ
の
内
容
を
知
っ
た
の
は
、
三
月
九
日
の
炉
端
談
話
で
、

ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
は
こ
の
法
案
の
必
要
性
を
国
民
に
詳
し
く
語
り
か

け
た
時
で
あ
っ
た

（
9
）

。

当
時
、
巷
間
で
言
わ
れ
た
こ
と
に
依
れ
ば
、
こ
の
法
案
に
も
っ

と
も
衝
撃
を
受
け
た
の
が
、
保
守
的
中
間
派
で
あ
っ
た
ロ
バ
ー
ツ

判
事
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
彼
は
、
放
送
後
間
も
な
い
三
月
二
九

日
に
下
さ
れ
た
ウ
ェ
ス
ト
コ
ー
ス
ト
ホ
テ
ル
対
パ
リ
ッ
シ
ュ

（W
est C

oast H
otel C

o. v. P
arrish

）
事
件
で
、
突
如
そ
れ
ま

こ
の
国
民
の
絶
対
的
な
人
気
を
背
景
に
、
連
邦
最
高
裁
判
所
の

活
動
に
対
し
て
、
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
は
思
い
切
っ
た
対
策
を
考
え
た
。

そ
れ
は
司
法
手
続
改
革
法
案
（Judicial P

rocedures R
eform

 
B
ill of 1937

）、
ま
た
の
名
を
裁
判
所
抱
き
込
み
計
画 

（court-
packing plan

）
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
法
案
の
中
心
で
あ
り
、
最
も
物
議
を
醸
し
た
規
定
は
、

七
〇
歳
と
六
ヶ
月
以
上
の
年
齢
の
最
高
裁
判
事
が
い
る
場
合
に
は
、

最
大
六
人
ま
で
、
大
統
領
は
、
別
途
、
最
高
裁
判
所
判
事
を
任
命

す
る
権
限
を
有
す
る
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
法
案
は
、
九
人
の
判
事
の
こ
の
時
点
に
お
け
る

年
齢
が
大
き
な
要
素
と
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
各
判
事
の
生
年

を
紹
介
す
る
と
、
四
騎
士
は
、
バ
ト
ラ
ー
一
八
六
六
年
、
マ
ク
レ

イ
ノ
ル
ズ
一
八
六
二
年
、
サ
ザ
ラ
ン
ド
一
八
六
二
年
、
ヴ
ァ
ン
・

デ
バ
ン
タ
ー
一
八
五
九
年
と
な
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
ル
ー

ズ
ベ
ル
ト
の
第
二
期
目
の
初
年
一
九
三
七
年
と
い
う
時
点
で
切
る

と
、
四
騎
士
は
全
員
が
七
〇
歳
以
上
に
な
る
。

そ
れ
に
対
し
、
三
銃
士
は
、
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
一
八
五
六
年
、
ス

ト
ー
ン
一
八
七
二
年
、
カ
ー
ド
ゾ
一
八
七
〇
年
で
あ
り
、
そ
し
て

中
間
派
は
ヒ
ュ
ー
ズ
一
八
六
二
年
、
ロ
バ
ー
ツ
一
八
七
五
年
と

な
っ
て
い
る
か
ら
、
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
と
ヒ
ュ
ー
ズ
は
七
〇
歳
を
超

九
九



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
七
八
〇
）

二　

初
期
の
重
要
判
例

こ
の
時
期
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
憲
法
革
命
に
は
影
響

を
受
け
な
か
っ
た
重
要
判
例
も
数
多
く
存
在
し
て
い
る
。
本
節
で

は
、
そ
れ
ら
を
紹
介
す
る
。

（
一
）　

ニ
ア
対
ミ
ネ
ソ
タ
州
事
件

こ
のN

ear v. M
innesota 283 U

.S
. 697 

（1931

）
は
、
報

道
機
関
の
報
道
の
自
由
が
問
題
に
な
っ
た
歴
史
的
に
重
要
な
判
決

で
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
た
の
は
事
前
抑
制
禁
止
の
法
理
で

あ
る
。

1　

事
件
の
内
容

一
九
二
七
年
に
、
ニ
ア
（Jay M

. N
ear

）
は
、
ギ
ル
フ
ォ
ー

ド
（H

ow
ard A

. G
uilford

）
と
共
同
で
、
ミ
ネ
ア
ポ
リ
ス
で

「
反
カ
ト
リ
ッ
ク
、
反
ユ
ダ
ヤ
、
反
黒
人
、
反
労
働
者
（anti-

C
atholic, anti-S

em
itic, anti-black and anti-labor

）」
を
う

た
い
文
句
に
し
た
『
サ
タ
デ
ィ
プ
レ
ス
（S

aturday P
ress

）』

紙
の
刊
行
を
開
始
し
た
。

ヘ
ネ
ピ
ン
郡
（H

ennepin C
ounty

）
検
事
で
あ
る
オ
ル
ソ
ン

（F
loyd B

. O
lson

）
は
、
同
紙
の
記
事
に
よ
っ
て
自
分
自
身
が

誹
謗
さ
れ
た
と
し
て
、
一
九
二
五
年
公
共
迷
惑
防
止
法
（the 

で
の
姿
勢
を
替
え
た
。
彼
の
姿
勢
変
更
に
よ
り
、
判
決
は
五
対
四

で
、
女
性
お
よ
び
年
少
者
の
最
低
賃
金
を
定
め
た
ワ
シ
ン
ト
ン
州

法
を
合
憲
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
ア
ト
キ
ン
ス
対
児
童

病
院
事
件
（A

dkins v. C
hildren ’s H

ospital, 261 U
.S

. 525 

（1923

））」
で
確
立
さ
れ
て
い
た
判
例
が
、
変
更
さ
れ
た
瞬
間
で

あ
っ
た

（
10
）

。
こ
の
判
決
が
ロ
ッ
ク
ナ
ー
時
代
の
終
わ
り
を
告
げ
た
と

さ
れ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
で
あ
る
。

彼
の
こ
の
変
心
は
、
政
治
的
圧
力
か
ら
最
高
裁
判
所
の
独
立
を

救
お
う
と
の
意
図
か
ら
と
言
わ
れ
た
。
こ
の
た
め
、「
九
人
を

救
っ
た
タ
イ
ミ
ン
グ
の
良
い
転
換
（the sw

itch in tim
e that 

saved nine

）」
と
呼
ば
れ
る
。

司
法
手
続
改
革
法
案
そ
の
も
の
は
議
会
を
通
過
し
な
か
っ
た
が
、

こ
の
ロ
バ
ー
ツ
の
転
向
を
き
っ
か
け
に
、
最
高
裁
の
判
例
の
流
れ

は
大
き
く
変
わ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
前
を
オ
ー
ル
ド
・
コ
ー
ト
、

こ
れ
以
降
を
ニ
ュ
ー
・
コ
ー
ト
と
呼
び
、
こ
の
事
件
を
憲
法
革
命

（C
onstitutional R

evolution

）
と
呼
ぶ
ほ
ど
の
大
変
化
が
、
こ

の
後
の
判
例
に
起
き
る
こ
と
に
な
る
。

本
稿
に
お
い
て
は
、
憲
法
革
命
の
前
後
で
、
判
例
は
ど
の
よ
う

に
変
化
し
た
の
か
を
具
体
的
に
見
て
い
き
た
い
。

一
〇
〇



憲
法
革
命
前
後
（
甲
斐
）

（
七
八
一
）

非
合
法
な
関
係
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
利
益
の
分
け
前
を
得
て
い

る
。
そ
し
て
、
ヘ
ネ
ピ
ン
郡
検
事
で
あ
る
オ
ル
ソ
ン
は
、
そ
う
し

た
こ
と
を
承
知
し
て
い
な
が
ら
、
適
切
な
措
置
を
執
っ
て
い
な
い
。

市
長
の
リ
ー
チ
（G

eorge E
. L

each

）
は
非
効
率
と
職
務
放
棄

の
廉
で
非
難
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ヘ
ネ
ピ
ン
郡
の
一
九
二
七

年
一
一
月
に
大
陪
審
を
構
成
し
て
い
た
者
の
一
人
は
ギ
ャ
ン
グ
の

シ
ン
パ
で
あ
る
。
そ
の
他
の
者
に
つ
い
て
は
、
無
能
の
故
か
、
故

意
な
の
か
は
と
も
か
く
、
よ
く
知
ら
れ
た
犯
罪
行
為
、
特
に
ニ
ア

の
共
同
発
行
人
で
あ
る
ギ
ル
フ
ォ
ー
ド
が
こ
う
し
た
記
事
が
出
た

直
後
に
ギ
ャ
ン
グ
に
よ
っ
て
狙
撃
さ
れ
、
生
死
の
境
を
彷
徨
っ
て

い
る
事
件
に
つ
い
て
、
そ
の
調
査
お
よ
び
起
訴
に
失
敗
し
た
。

ま
た
、
少
な
く
と
も
サ
タ
デ
ィ
プ
レ
ス
紙
に
掲
載
さ
れ
た
話
の

う
ち
、
顧
客
の
服
を
損
壊
す
る
と
脅
迫
す
る
こ
と
で
、
地
元
の
ド

ラ
イ
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
店
を
脅
迫
し
て
い
た
バ
ー
ネ
ッ
ト
（B

ig 
M

ose B
arnett

）
と
呼
ば
れ
る
ギ
ャ
ン
グ
に
つ
い
て
は
、
記
事
が

起
訴
に
つ
な
が
っ
た
。

一
九
二
七
年
一
一
月
二
二
日
に
、
ヘ
ネ
ピ
ン
郡
地
方
裁
判
所
の

ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
（M

atthias B
aldw

in

）
判
事
は
、
被
告
が
サ

タ
デ
ィ
プ
レ
ス
そ
の
他
同
種
の
記
事
を
掲
載
す
る
出
版
物
を
編
集
、

出
版
、
ま
た
は
回
付
さ
せ
る
こ
と
を
禁
止
し
た
仮
処
分
命
令
を
発

P
ublic N

uisance L
aw

 of 1925

）
に
基
づ
き
、
ニ
ア
お
よ
び
と

ギ
ル
フ
ォ
ー
ド
に
対
し
て
訴
え
を
提
起
し
た
。
同
法
は
、
悪
意
や
、

ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
な
記
述
や
中
傷
が
書
か
れ
て
い
る
新
聞
を
販
売
、

配
布
、
ま
た
は
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
迷
惑
」
を
作
り
だ
し

た
者
に
対
し
て
、
永
久
的
な
差
し
止
め
命
令
を
発
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
し
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
同
法
は
別
名
ミ
ネ
ソ
タ
言
論
統

制
法
（M

innesota G
ag L

aw

）
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
オ
ル

ソ
ン
は
一
九
二
七
年
九
月
二
四
日
か
ら
同
年
一
一
月
一
九
日
ま
で

の
間
に
刊
行
さ
れ
た
合
計
九
記
事
で
、
彼
及
び
記
事
中
で
名
指
し

さ
れ
た
そ
の
他
の
公
務
員
に
対
し
て
、
悪
意
の
あ
る
ス
キ
ャ
ン
ダ

ラ
ス
な
記
事
と
中
傷
に
専
念
し
た
定
期
刊
行
物
を
発
行
し
、
回
覧

し
た
結
果
、
同
法
に
違
反
し
て
い
る
と
申
し
立
て
た
。

す
な
わ
ち
、
記
事
中
で
、
ニ
ア
は
、
次
の
様
に
述
べ
て
い
た
。

ユ
ダ
ヤ
人
の
ギ
ャ
ン
グ
が
ミ
ネ
ア
ポ
リ
ス
市
内
の
ギ
ャ
ン
ブ
ル
、

酒
の
密
造
お
よ
び
強
請
行
為
を
牛
耳
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
取
り
締

ま
る
べ
き
地
位
に
い
る
官
憲
で
あ
る
デ
ィ
ヴ
ィ
ス
（C

harles G
. 

D
avis

）
と
そ
の
部
下
達
は
、
精
力
的
に
そ
の
義
務
を
果
た
し
て

い
る
と
は
到
底
言
え
な
い
。
最
大
の
責
任
者
は
警
察
署
長
で
あ
る

ブ
ラ
ン
ス
キ
ル
（F

rank W
. B

runskill

）
で
あ
る
。
彼
は
、
そ

の
義
務
を
果
た
そ
う
と
は
全
く
し
な
い
ば
か
り
か
、
ギ
ャ
ン
グ
と

一
〇
一



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
七
八
二
）

は
、
そ
の
権
利
は
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
な
記
事
の
公
開
を
保
護
す
る

こ
と
を
意
図
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
正
直
、
慎
重
か
つ
良
心
的

な
報
道
に
対
し
て
保
護
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
人
の
誹
謗

中
傷
を
言
い
ふ
ら
す
人
の
た
め
の
盾
に
な
る
も
の
で
は
な
く
、
そ

う
し
た
人
は
、
そ
の
虐
待
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
し

た
。こ

の
後
、
事
件
は
一
端
原
審
に
差
し
戻
さ
れ
、
再
度
州
最
高
裁

判
所
に
上
告
さ
れ
た
が
、
ニ
ア
の
主
張
は
結
局
認
め
ら
れ
な
か
っ

た
。
そ
こ
で
、
ニ
ア
は
連
邦
最
高
裁
判
所
に
上
告
し
た
。

2　

判
決
の
内
容

連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
三
銃
士
お
よ
び
中
間
派
の
五
人
対
四
騎

士
の
五
対
四
に
分
か
れ
た
。
法
廷
意
見
は
ヒ
ュ
ー
ズ
が
執
筆
し
た
。

法
廷
意
見
は
、
報
道
の
自
由
は
歴
史
的
に
認
め
ら
れ
て
お
り
、
そ

れ
に
対
す
る
検
閲
は
、
わ
ず
か
な
例
外
を
除
き
、
違
憲
で
あ
る
と

し
た
。「

以
上
の
理
由
か
ら
、
我
々
は
、
本
法
は
、
二
八
五
条
一

項
ｂ
が
本
件
処
分
を
認
め
て
い
る
限
度
に
お
い
て
、
第
一
四

修
正
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る
報
道
の
自
由
を
侵
害
す
る

も
の
と
判
断
す
る
。
こ
れ
に
加
え
、
我
々
は
、
特
定
の
定
期

刊
行
物
に
掲
載
さ
れ
る
記
事
の
真
実
性
の
問
題
を
考
慮
せ
ず

し
た
。
こ
の
仮
処
分
命
令
は
、
被
告
に
事
前
に
告
知
聴
聞
を
行
う

事
な
く
、
オ
ル
ソ
ン
と
裁
判
官
の
間
で
の
話
し
合
い
に
基
づ
い
て

発
せ
ら
れ
た
。
し
か
も
、
そ
の
禁
止
期
間
は
、
被
告
が
、
永
久
的

に
そ
の
新
聞
を
公
開
禁
止
と
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
理
由
を
、

裁
判
官
に
証
明
す
る
た
め
の
審
理
の
日
ま
で
延
長
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
て
い
た
。

聴
聞
は
一
二
月
九
日
に
開
催
さ
れ
た
。
ミ
ネ
ア
ポ
リ
ス
の
次
期

市
長
ラ
テ
ィ
マ
ー
（T

hom
as L

atim
er

）
は
、
被
告
の
活
動
は
、

合
衆
国
憲
法
お
よ
び
ミ
ネ
ソ
タ
州
憲
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い

た
と
主
張
し
、
訴
え
に
異
議
を
唱
え
た
。
し
か
し
、
ボ
ー
ル
ド

ウ
ィ
ン
判
事
は
異
議
を
却
下
し
た
。
そ
こ
で
、
事
件
は
ミ
ネ
ソ
タ

州
最
高
裁
判
所
に
上
告
さ
れ
た
。

州
最
高
裁
判
所
は
、
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
な
出
版
物
は
、
多
く
の

人
び
と
の
快
適
さ
と
安
ら
ぎ
を
危
険
に
さ
ら
す
も
の
で
あ
り
、
密

造
酒
販
売
所
、
売
春
宿
、
宝
籤
、
犬
や
雑
草
と
同
様
に
「
迷
惑
」

を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
。
ま
た
、
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
な

記
事
は
平
和
を
乱
し
、
攻
撃
を
誘
発
す
る
傾
向
が
あ
の
で
、
新
聞

は
安
全
を
危
険
に
さ
ら
す
可
能
性
が
あ
る
と
し
た
。

ミ
ネ
ソ
タ
州
憲
法
一
条
三
項
の
下
、
報
道
の
自
由
が
あ
る
と
い

う
ニ
ア
と
ギ
ル
フ
ォ
ー
ド
の
主
張
に
対
し
て
は
、
州
最
高
裁
判
所

一
〇
二



憲
法
革
命
前
後
（
甲
斐
）

（
七
八
三
）

た
場
合
、
事
前
抑
制
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
く
免
責
と
い
う
原

則
は
あ
ま
り
に
広
汎
に
認
め
ら
れ
と
言
う
異
議
が
申
し
立
て

ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
疑
い
も
な
く
正
し
い
。
事
前
抑
制
に

対
す
る
保
護
は
絶
対
無
制
限
で
は
あ
り
え
な
い
。
し
か
し
、

そ
の
制
限
は
例
外
的
な
場
合
に
の
み
認
め
ら
れ
る
。『
国
家

は
、
戦
時
に
お
い
て
は
、
平
和
時
と
異
な
り
、
そ
の
戦
争
の

た
め
の
努
力
を
妨
害
さ
れ
る
こ
と
に
耐
え
ら
れ
な
い
の
で
、

人
が
戦
っ
て
い
る
限
り
、
い
か
な
る
法
廷
も
あ
ら
ゆ
る
憲
法

上
の
権
利
が
保
護
さ
れ
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
』（
シ
ェ

ン
ク
対
合
衆
国
事
件
）。
何
人
も
、
政
府
が
行
う
兵
の
募
集

業
務
に
対
す
る
実
際
的
妨
害
、
輸
送
船
の
航
行
デ
ー
タ
や
軍

隊
の
数
及
び
所
在
地
の
公
開
を
抑
制
す
る
事
に
疑
問
を
呈
す

る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
同
様
の
理
由
に
よ
り
、
良
識
の

要
求
か
ら
わ
い
せ
つ
な
出
版
物
に
対
し
て
実
施
さ
れ
る
場
合

が
あ
る
。
日
常
生
活
の
安
全
性
は
、
平
穏
な
政
府
を
暴
力
で

転
覆
す
る
こ
と
を
扇
動
す
る
行
為
か
ら
保
護
さ
れ
る
要
が
あ

る
。」

ヒ
ュ
ー
ズ
は
、
こ
の
点
を
補
足
し
て
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。

「
報
道
の
自
由
が
悪
用
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
事

実
は
、
事
前
抑
制
禁
止
の
保
障
を
報
道
機
関
か
ら
除
外
し
て

に
、
そ
の
運
用
と
効
果
に
基
づ
い
て
い
る
本
決
定
も
違
憲
と

す
る
。
こ
の
事
件
で
、
公
務
怠
慢
と
し
て
名
指
し
さ
れ
た
公

務
員
が
、
無
罪
の
よ
う
に
見
え
る
と
い
う
こ
と
に
よ
り
、
本

法
が
公
表
に
対
し
て
制
約
を
課
し
て
い
る
こ
と
の
違
憲
性
は

解
消
さ
れ
な
い
。」

こ
の
判
決
は
、
こ
の
よ
う
に
、
表
現
の
自
由
を
保
障
し
て
い
る

第
一
修
正
で
は
な
く
、
第
一
四
修
正
を
根
拠
と
し
て
示
し
て
い
る

点
に
特
徴
が
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
第
一
修
正
の
名
宛
て
人

は
連
邦
で
あ
っ
て
州
で
は
な
い
。
し
か
し
、
第
一
四
修
正
の
適
正

手
続
き
保
障
の
内
容
と
し
て
、
第
一
修
正
を
こ
の
判
決
は
読
み
込

ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
判
決
は
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
対
す
る
事
前

抑
制
は
、
憲
法
第
一
修
正
に
違
反
す
る
と
い
う
事
を
明
確
に
し
た

最
初
の
判
例
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
本
来
連
邦
の
み
を
対
象
と

し
て
い
た
第
一
修
正
か
ら
第
一
〇
修
正
ま
で
の
人
権
規
定
を
、
州

法
に
も
適
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
今
日
、
権
利
章
典
と
呼
ば
れ
る

よ
う
に
な
る
、
そ
の
き
っ
か
け
を
作
り
出
し
た
と
い
う
点
に
お
い

て
、
き
わ
め
て
重
要
な
判
決
で
あ
る
。

但
し
、
次
の
よ
う
な
例
外
を
許
容
し
た
点
で
、
そ
の
保
障
を
若

干
弱
い
も
の
と
し
た
。

「
仮
に
事
前
抑
制
が
常
に
禁
止
さ
れ
る
も
の
と
み
な
さ
れ

一
〇
三



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
七
八
四
）

物
語
」（
ア
カ
デ
ミ
ー
賞
を
主
演
賞
等
三
部
門
で
獲
得

（
12
）

）、
ミ
ュ
ー

ジ
カ
ル
「
ザ
・
ス
コ
ッ
ツ
ボ
ロ　

ボ
ー
イ
ズ

（
13
）

」
な
ど
の
素
材
に

な
っ
た
、
米
国
で
は
、
き
わ
め
て
有
名
な
事
件
で
あ
る
。

1　

事
実
の
概
要

一
九
三
一
年
三
月
二
五
日
に
、
ア
ラ
バ
マ
州
で
、
一
緒
に
列
車

で
旅
を
し
て
い
た
九
人
の
黒
人
少
年
が
、
同
じ
列
車
内
に
い
た
二

人
の
白
人
女
性
（R

uby B
ates

及
びV

ictoria P
rice

）
を
強
姦

し
た
と
し
て
起
訴
さ
れ
た
。

当
時
の
ア
ラ
バ
マ
州
法
で
は
、
黒
人
が
白
人
女
性
を
強
姦
す
る

と
死
刑
と
さ
れ
て
い
た
。
裁
判
は
、
当
初
、
ア
ラ
バ
マ
州
ス
コ
ッ

ツ
ボ
ロ
（S

cottsboro

）
で
行
わ
れ
た
。
裁
判
所
の
外
に
は
、
リ

ン
チ
を
し
よ
う
と
多
数
の
白
人
が
集
合
し
、
被
告
人
を
守
る
た
め

に
一
一
八
名
も
の
警
官
が
動
員
さ
れ
る
と
い
う
異
常
な
環
境
下
の

裁
判
で
あ
っ
た
。

四
月
六
、
七
日
に
開
催
さ
れ
た
裁
判
で
、
ノ
リ
ス
（C

larence 
N
orris

＝
事
件
当
時
一
九
歳
）
及
び
ウ
ィ
ー
ム
ズ
（C

harlie 
W

eem
s

＝
一
六
歳
）
に
死
刑
判
決
が
下
っ
た
。
七
、
八
日
の
裁

判
で
、
パ
タ
ー
ソ
ン
（H

ayw
ood P

atterson

＝
一
八
歳
）
に
も

死
刑
判
決
が
下
っ
た
。
八
、
九
日
の
裁
判
で
、
モ
ン
ト
ゴ
メ
リ
ー

（O
len M

ontgom
ery

＝
一
七
歳
）、
パ
ウ
エ
ル
（O

zie P
ow

ell

良
い
と
い
う
理
由
に
は
な
ら
な
い
。〈
中
略
〉
公
務
員
が
自

ら
に
関
す
る
話
が
公
開
さ
れ
る
か
否
か
を
決
定
で
き
れ
ば
、

よ
り
深
刻
な
悪
が
生
じ
る
。」

こ
れ
に
対
す
る
四
騎
士
の
反
対
意
見
は
、
当
然
、
第
一
四
修
正

に
第
一
修
正
等
を
読
み
込
む
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
も
の
で

あ
る
。

3　

そ
の
後

ギ
ル
フ
ォ
ー
ド
は
、
こ
の
後
も
同
種
刊
行
物
の
発
行
を
続
け
て

ミ
ネ
ア
ポ
リ
ス
市
の
犯
罪
の
摘
発
を
続
け
た
が
、
一
九
三
四
年
に

再
び
狙
撃
さ
れ
て
死
亡
し
た
。

こ
の
判
決
は
、
報
道
の
自
由
に
関
す
る
重
要
な
先
例
と
し
て
存

在
し
続
け
、N

ew
 Y

ork T
im

es C
o. v. S

ullivan, 376 U
.S

. 
254 

（1964

）
や
、H

ustler M
agazine, Inc. v. F

alw
ell, 485 

U
.S

. 46 

（1988

）
等
に
受
け
継
が
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
ま

た
、
わ
が
国
に
お
け
る
北
方
ジ
ャ
ー
ナ
ル
事
件
な
ど
の
判
例
も
、

こ
の
判
決
の
延
長
線
上
に
あ
る
。

（
二
）　

パ
ウ
エ
ル
対
ア
ラ
バ
マ
州
事
件

こ
のP
ow

ell v. A
labam

a, 287 U
.S

. 45 

（1932

）
事
件
は
、

ス
コ
ッ
ツ
ボ
ロ
・
ボ
ー
イ
ズ
事
件
と
呼
ば
れ
、
小
説
「
も
の
ま
ね

鳥
を
殺
せ
ば
」（
ピ
ュ
ー
リ
ッ
ツ
ア
賞
受
賞

（
11
）

）、
映
画
「
ア
ラ
バ
マ

一
〇
四



憲
法
革
命
前
後
（
甲
斐
）

（
七
八
五
）

死
刑
判
決
を
確
定
さ
せ
る
こ
と
に
、
た
だ
一
人
反
対
し
た
の
は
長

官
の
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
（John C

. A
nderson

）
で
あ
っ
た
。
被
告

が
、
公
平
な
陪
審
員
団
、
公
平
な
裁
判
、
有
効
な
弁
護
活
動
を
拒

否
さ
れ
た
こ
と
が
理
由
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
、
死
刑
判
決
と
な
っ
た
パ
ウ
エ
ル
等
四
人

（
14
）

が
、
そ
の
裁

判
は
第
一
四
修
正
の
保
障
す
る
適
正
手
続
き
条
項
に
違
反
す
る
と

し
て
、
連
邦
最
高
裁
判
所
に
上
告
し
た
。

一
九
三
二
年
三
月
二
七
日
、
連
邦
最
高
裁
が
、
こ
の
事
件
を
聴

聞
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
。

2　

判
決
の
内
容

判
決
は
、
一
九
三
二
年
一
一
月
七
日
に
言
い
渡
さ
れ
た
。
七
対

二
と
な
っ
た
。
多
数
意
見
を
執
筆
し
た
の
は
サ
ザ
ラ
ン
ド
判
事
で

あ
る
。
少
数
意
見
は
、
バ
ト
ラ
ー
、
マ
ク
レ
イ
ノ
ル
ズ
両
判
事
で

あ
っ
た
。

サ
ザ
ラ
ン
ド
は
、
被
告
人
は
、
判
決
に
よ
っ
て
有
罪
と
宣
告
さ

れ
る
ま
で
は
、
無
罪
と
推
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
彼
ら
が
公
正
な

裁
判
を
受
け
る
権
利
を
否
定
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
配
意
す

る
の
は
裁
判
所
の
義
務
で
あ
る
と
す
る
。
サ
ザ
ラ
ン
ド
は
、
ア
ラ

バ
マ
最
高
裁
の
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
長
官
が
、
次
の
点
を
指
摘
し
て
い

た
こ
と
を
引
用
す
る
。

＝
一
六
歳
）、
ロ
バ
ー
ス
ン
（W

illie R
oberson

＝
一
六
歳
）、

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
（E

ugene W
illiam

s

＝
一
三
歳
）
及
び
ア
ン
ド

リ
ュ
ー
・
ラ
イ
ト
（A

ndrew
 W

right

＝
一
九
歳
）
に
も
死
刑
判

決
が
下
っ
た
。
ロ
イ
・
ラ
イ
ト
（R

oy W
right

＝
一
二
歳
）
は
、

陪
審
員
団
の
評
決
が
死
刑
一
一
、
無
期
一
と
割
れ
た
結
果
、
唯
一

死
刑
判
決
を
免
れ
た
。

こ
の
、
弁
護
士
に
相
談
す
る
暇
も
な
い
異
常
に
早
い
審
理
、
被

告
の
若
さ
、
そ
し
て
極
刑
に
、
全
米
の
世
論
は
ア
ラ
バ
マ
の
で
っ

ち
上
げ
事
件
と
、
激
し
く
反
応
し
た
。
米
国
共
産
党
の
法
律
部
門

で
あ
る
国
際
労
働
防
衛
機
関
（International L

abor D
efense

＝I.L
.D

.

）
が
支
援
に
乗
り
出
し
た
。
被
告
は
ア
ラ
バ
マ
州
最
高

裁
判
所
に
上
告
し
、
そ
の
判
決
が
出
る
ま
で
の
間
、
死
刑
の
執
行

は
差
し
止
め
ら
れ
た
。

翌
一
九
三
二
年
一
月
に
な
っ
て
、
被
害
者
の
一
人
、
ベ
イ
ツ

（R
uby B

ates

）
が
ボ
ー
イ
フ
レ
ン
ド
に
宛
て
て
書
い
た
、
彼
女

ら
は
強
姦
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
手
紙
が
公
表
さ
れ
た
。

三
月
二
四
日
、
ア
ラ
バ
マ
州
最
高
裁
判
所
は
六
対
一
の
評
決
で
、

八
人
の
死
刑
判
決
の
う
ち
、
七
人
に
つ
い
て
は
上
告
を
棄
却
し
て

判
決
を
確
定
さ
せ
た
が
、
一
三
歳
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
（E

ugene 
W

illiam
s

）
に
つ
い
て
は
、
少
年
で
あ
る
と
し
て
差
し
戻
し
た
。

一
〇
五
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こ
の
記
述
は
、
こ
の
事
件
の
描
写
と
し
て
は
極
め
て
正
し
い
も

の
で
あ
る
が
、
同
時
に
後
世
に
禍
根
を
残
す
も
の
と
な
っ
た
。
な

ぜ
な
ら
、
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
特
別
の
条
件
の
存
在

が
、
弁
護
士
依
頼
権
を
裁
判
所
が
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
場
合
の
条

件
と
考
え
ら
れ
て
、
一
人
歩
き
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

サ
ザ
ラ
ン
ド
の
、
次
の
一
般
的
な
記
述
は
、
そ
の
結
果
、
長
い

こ
と
無
視
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

「
主
張
を
聴
取
さ
れ
る
権
利
は
、
多
く
の
場
合
、
弁
護
士

に
相
談
す
る
権
利
を
包
括
し
な
い
場
合
に
は
、
ほ
と
ん
ど
役

に
立
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
知
的
で
教
養
の
あ
る
者
で
あ
っ
て

も
、
素
人
は
法
律
学
で
は
わ
ず
か
な
技
能
し
か
持
っ
て
お
ら

ず
、
と
き
に
は
全
く
持
っ
て
い
な
い
。
犯
罪
で
起
訴
さ
れ
た

場
合
、
普
通
の
人
は
、
起
訴
が
良
い
の
か
悪
い
の
か
を
、
自

分
自
身
の
た
め
に
決
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
彼
は

証
拠
法
に
慣
れ
て
い
な
い
。
弁
護
士
の
助
け
を
借
り
ず
に
は
、

彼
は
適
切
な
保
護
も
無
し
に
裁
判
に
か
け
ら
れ
、
不
当
な
証

拠
や
、
問
題
と
は
無
関
係
、
あ
る
い
は
排
除
さ
れ
る
べ
き
証

拠
に
よ
っ
て
、
有
罪
判
決
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
。
彼
は
無
罪

で
あ
っ
て
も
、
自
ら
を
防
御
す
る
技
能
と
知
識
の
両
者
を
欠

い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
、
自
ら
に
対
す
る
刑
事
手
続

「
彼
ら
は
こ
の
地
の
住
人
で
は
な
く
、
二
つ
の
他
の
州
に

散
ら
ば
っ
て
い
る
自
分
の
家
族
や
友
人
と
連
絡
を
と
る
時
間

も
機
会
も
ほ
と
ん
ど
与
え
ら
れ
ず
、
ま
た
、
評
決
直
後
に
、

又
は
そ
の
後
ほ
ど
な
く
現
れ
た
弁
護
人
の
活
動
か
ら
判
断
し

て
、
裁
判
が
適
切
に
遅
延
さ
せ
ら
れ
て
い
れ
ば
、
彼
ら
は
有

能
な
弁
護
人
に
よ
っ
て
代
理
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。」

そ
し
て
、
英
国
と
異
な
り
、
米
国
で
は
建
国
以
前
か
ら
、
諸
邦

の
憲
法
で
、
裁
判
で
弁
護
士
を
代
理
人
と
し
て
使
う
こ
と
は
認
め

ら
れ
て
き
た
と
、
数
多
く
の
例
証
を
示
し
つ
つ
述
べ
る
。
そ
の
結

果
、
第
六
修
正
も
規
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
次
の
様
に
述
べ
る
。

「
被
告
人
が
無
知
で
文
盲
で
あ
り
、
年
少
で
、
死
刑
が
求

刑
さ
れ
て
い
る
と
い
う
環
境
下
に
あ
る
場
合
、
そ
し
て
、
収

監
さ
れ
、
軍
の
監
視
下
に
置
か
れ
て
お
り
、
彼
の
友
人
や
家

族
は
他
州
に
お
り
、
連
絡
は
困
難
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
彼

ら
が
生
命
の
危
機
に
立
っ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
彼
ら

に
適
切
な
時
間
と
、
弁
護
人
を
確
保
す
る
機
会
を
与
え
る
こ

と
な
く
裁
判
が
行
わ
れ
た
と
い
う
過
ち
は
、
適
正
手
続
の
明

白
な
否
定
で
あ
る
と
考
え
る
。」

一
〇
六



憲
法
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斐
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八
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四
月
九
日
、
陪
審
員
団
は
有
罪
と
し
て
電
気
椅
子
に
よ
る
死
刑

を
宣
告
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
判
事
は
事
態
の
沈
静
化
の
た
め
、
時
間
を
お
き
、

六
月
二
二
日
に
な
っ
て
、
審
理
無
効
を
宣
言
し
、
再
度
の
裁
判
を

行
う
こ
と
と
し
た
。

一
一
月
二
〇
日
、
少
年
刑
務
所
に
移
送
さ
れ
た
年
少
の
二
人
を

除
く
七
人
が
裁
判
所
に
出
廷
し
た
。
三
度
、
パ
タ
ー
ソ
ン
に
対
し

て
、
死
刑
が
宣
告
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
パ
タ
ー
ソ
ン
は
サ
ー
シ
オ

レ
ー
ラ
イ
を
求
め
て
連
邦
最
高
裁
判
所
に
上
告
し
た
。

一
一
月
三
〇
日
に
、
ノ
リ
ス
に
対
す
る
再
度
の
裁
判
も
開
始
さ

れ
た
。
裁
判
は
同
様
の
経
過
を
た
ど
り
、
一
二
月
五
日
、
陪
審
員

団
は
ノ
リ
ス
に
対
し
て
も
死
刑
を
宣
告
し
た
。
そ
こ
で
、
ノ
リ
ス

も
連
邦
最
高
裁
判
所
に
上
告
し
た
。

パ
タ
ー
ソ
ン
か
ら
の
上
告
を
連
邦
最
高
裁
が
受
理
し
て
下
っ
た

の
が
、P

atterson v. A
labam

a, 294 U
.S

. 600 

（1935

）
で
あ

る
。
判
決
は
一
九
三
五
年
四
月
一
日
に
下
っ
た
。
多
数
意
見
を

ヒ
ュ
ー
ズ
長
官
が
執
筆
し
た
。
同
日
に
連
邦
最
高
裁
判
所
は
ノ
リ

ス
に
関
す
るN

orris v. A
labam

a, 294 U
.S

. 587 

（1935

）
判

決
も
、
同
じ
く
ヒ
ュ
ー
ズ
長
官
が
下
し
た
。

パ
タ
ー
ソ
ン
判
決
の
原
文
を
入
手
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
ノ
リ

の
あ
ら
ゆ
る
段
階
で
弁
護
士
の
導
き
の
手
を
必
要
と
し
て
い

る
。
そ
れ
無
し
に
は
、
例
え
無
罪
で
あ
っ
て
も
、
自
ら
の
無

実
を
確
立
す
る
方
法
を
知
ら
な
い
の
で
有
罪
判
決
を
受
け
る

危
険
に
直
面
し
て
い
る
。」

3　

そ
の
後

裁
判
は
ア
ラ
バ
マ
州
の
下
級
審
に
戻
っ
て
再
開
さ
れ
た
。

一
九
三
三
年
一
月
、
Ｉ
．Ｌ
．Ｄ
．は
無
償
で
少
年
達
の
た
め
に

弁
護
を
引
き
受
け
て
入
れ
る
よ
う
弁
護
士
の
リ
ー
ボ
ウ
ィ
ッ
ツ

（S
am

uel L
eibow

itz

）
に
依
頼
し
、
彼
は
そ
れ
を
受
諾
し
た
。

パ
タ
ー
ソ
ン
か
ら
裁
判
は
行
わ
れ
た
。
裁
判
は
、
今
度
は
ア
ラ

バ
マ
州
デ
ィ
ケ
ィ
タ
ー
（D

ecatur

）
と
い
う
ク
ー
・
ク
ラ
ッ
ク

ス
・
ク
ラ
ン
の
勢
力
の
強
い
町
で
行
わ
れ
た
。
陪
審
員
団
は
依
然

と
し
て
白
人
だ
け
だ
っ
た
。

四
月
六
日
、
リ
ー
ボ
ウ
ィ
ッ
ツ
は
、
被
害
者
の
ベ
イ
ツ
を
被
告

側
証
人
と
し
て
喚
問
し
た
。
彼
女
は
、
友
人
の
プ
ラ
イ
ス

（V
ictoria P

rice

）
と
車
内
で
行
動
を
共
に
し
た
が
、
二
人
と
も

強
姦
は
さ
れ
て
い
な
い
と
証
言
し
た
。
事
件
直
後
に
二
人
を
診
察

し
た
医
師
も
、
二
人
に
多
数
人
か
ら
強
姦
さ
れ
た
痕
跡
は
な
か
っ

た
と
証
言
し
た
。
他
方
、
プ
ラ
イ
ス
は
そ
れ
ま
で
の
証
言
を
変
え

な
か
っ
た
。

一
〇
七



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
七
八
八
）

く
二
二
日
、
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
ラ
イ
ト
に
は
九
九
年
の
刑
が
下
っ

た
。
二
五
日
、
ウ
ィ
ー
ム
ズ
に
は
一
〇
五
年
の
刑
が
下
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
辺
り
か
ら
流
れ
が
変
わ
り
始
め
る
。

パ
ウ
エ
ル
は
、
こ
れ
よ
り
先
、
刑
務
所
内
で
看
守
と
争
い
負
傷

さ
せ
、
彼
自
身
は
顔
を
撃
た
れ
て
、
脳
に
恒
久
的
な
障
害
を
負
っ

た
。
彼
に
対
し
て
は
、
こ
の
看
守
襲
撃
に
対
す
る
二
〇
年
の
刑
期

が
宣
告
さ
れ
た
。
強
姦
罪
に
つ
い
て
は
、
司
法
取
引
の
結
果
、
州

側
が
訴
状
か
ら
落
と
し
て
い
た
。
パ
ウ
エ
ル
は
、
一
九
四
六
年
に

は
刑
務
所
か
ら
釈
放
さ
れ
た
。

残
り
四
人
の
被
告
、
す
な
わ
ち
モ
ン
ト
ゴ
メ
リ
ー
、
ロ
バ
ー
ス

ン
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
及
び
ロ
イ
・
ラ
イ
ト
に
つ
い
て
は
、
州
側
は

強
姦
罪
で
訴
追
す
る
こ
と
を
断
念
し
た
。

一
〇
月
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
パ
タ
ー
ソ
ン
の
上
告
を
棄
却

す
る
。
翌
一
九
三
八
年
六
月
、
ア
ラ
バ
マ
州
最
高
裁
は
、
ノ
リ
ス
、

ア
ン
デ
ィ
・
ラ
イ
ト
及
び
ウ
ィ
ー
ム
ズ
の
判
決
を
確
定
す
る
。
し

か
し
、
七
月
に
、
ア
ラ
バ
マ
州
知
事
グ
レ
ー
ブ
ズ
は
、
ノ
リ
ス
の

刑
を
終
身
刑
に
減
刑
す
る
。
こ
う
し
て
、
死
刑
判
決
は
す
べ
て
消

え
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
結
果
、
強
姦
罪
で
有
罪
と
な
り
、
服
役

す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
四
人
だ
け
と
な
っ
た
。

同
年
一
一
月
、
ウ
ィ
ー
ム
ズ
は
仮
釈
放
と
な
る
。

ス
判
決
で
代
替
す
る
と
、
そ
の
内
容
は
基
本
的
に
は
、
パ
ウ
エ
ル

判
決
と
同
一
内
容
で
あ
る
が
、
重
要
な
点
は
、
陪
審
員
団
の
構
成

を
問
題
に
し
た
点
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ズ
は
、
い
く
ら
ジ
ョ
ン
ソ
ン

郡
の
様
な
と
こ
ろ
で
も
、
黒
人
の
陪
審
員
候
補
が
い
な
か
っ
た
わ

け
で
は
な
く
、
教
育
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
、
黒
人
校
の
管
理
責
任

者
そ
の
他
、
資
産
所
有
者
や
住
居
保
有
者
等
も
い
た
の
に
、
ジ
ャ

ク
ソ
ン
郡
に
お
け
る
『
良
い
黒
人
（good negroes

）』
と
し
て

『
健
全
な
陪
審
員
（sound judgm

ent

）』
と
し
て
の
資
格
が
欠
如

し
て
い
る
と
し
て
、
す
べ
て
を
欠
格
と
し
た
こ
と
を
問
題
と
し
た
。

そ
し
て
、
黒
人
が
起
訴
さ
れ
た
事
件
で
、
黒
人
を
体
系
的
に
大
陪

審
及
び
小
陪
審
か
ら
排
除
し
た
の
は
、
第
一
四
修
正
の
保
障
す
る

平
等
保
護
条
項
に
違
反
す
る
と
判
決
し
た
。

こ
の
結
果
、
パ
タ
ー
ソ
ン
事
件
は
再
び
ア
ラ
バ
マ
州
の
下
級
審

に
戻
さ
れ
た
。
一
九
三
七
年
一
月
二
三
日
、
四
度
目
の
判
決
に
お

い
て
、
パ
タ
ー
ソ
ン
は
強
姦
罪
を
以
て
七
五
年
の
刑
を
宣
告
さ
れ

た
。
南
北
戦
争
後
、
黒
人
が
白
人
女
性
を
強
姦
し
た
と
さ
れ
な
が

ら
、
死
刑
が
宣
告
さ
れ
な
か
っ
た
最
初
の
ケ
ー
ス
と
な
っ
た
。

一
九
三
七
年
六
月
に
ア
ラ
バ
マ
州
最
高
裁
が
下
級
審
判
決
を
承
認

し
、
こ
こ
に
判
決
は
確
定
し
た
。

同
年
七
月
一
五
日
、
ノ
リ
ス
に
は
死
刑
判
決
が
下
っ
た
。
同
じ

一
〇
八



憲
法
革
命
前
後
（
甲
斐
）

（
七
八
九
）

と
な
る
。
彼
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
居
住
す
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
た
。

こ
う
し
て
、
死
刑
判
決
か
ら
全
員
が
減
刑
さ
れ
、
さ
ら
に
、
そ

の
異
常
に
長
い
刑
期
に
も
拘
わ
ら
ず
、
全
員
が
早
い
時
点
で
仮
釈

放
さ
れ
る
と
い
う
形
で
、
こ
の
事
件
は
一
応
幕
を
下
ろ
し
た
の
で

あ
る

（
18
）

。
こ
の
事
件
に
よ
り
、
刑
事
弁
護
を
受
け
る
権
利
及
び
適
切
な
構

成
の
陪
審
の
裁
判
を
受
け
る
権
利
が
確
立
し
た
。
こ
の
判
決
が
こ

だ
ま
し
て
、
日
本
国
憲
法
三
七
条
の
文
言
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
刑
事
弁
護
を
受
け
る
権
利
の
真
の
拡
充
は
、
ウ
ォ
ー

レ
ン
・
コ
ー
ト
に
お
け
るG

ideon v. W
ainw

right

、372 U
.S

. 
335 

（1963

）
判
決
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

三　

憲
法
革
命
前
夜

（
一
）　

パ
ナ
マ
石
油
精
製
会
社
対
ラ
イ
ア
ン
事
件

一
九
三
五
年
一
月
七
日
に
判
決
が
下
さ
れ
た
、
こ
のP

anam
a 

R
efi ning C

o. v. R
yan, 293 U

.S
. 388 

（1935

）
事
件
（
別
名

ホ
ッ
ト
オ
イ
ル
事
件
＝H

ot O
il case

）
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所

が
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
の
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
政
策
に
対
し
て
一
連
の
違

憲
判
決
を
下
す
、
そ
の
冒
頭
に
位
置
し
て
い
る
と
い
う
点
に
歴
史

的
意
義
が
あ
る
の
で
、
簡
単
に
紹
介
す
る
。

一
九
四
四
年
一
月
、
ア
ン
デ
ィ
・
ラ
イ
ト
と
ノ
リ
ス
は
仮
釈
放

と
な
る
。
し
か
し
、
同
年
九
月
、
仮
釈
放
条
件
に
違
反
し
て
ア
ラ

バ
マ
州
を
で
た
こ
と
か
ら
、
仮
釈
放
は
取
り
消
さ
れ
、
ノ
リ
ス
は

一
〇
月
に
は
再
び
収
監
さ
れ
た
。
ラ
イ
ト
は
一
九
四
六
年
一
〇
月

に
な
っ
て
収
監
さ
れ
た
。

一
九
四
六
年
六
月
、
パ
ウ
エ
ル
が
仮
釈
放
と
な
る
。

同
年
九
月
、
ノ
リ
ス
は
再
び
仮
釈
放
と
な
る
。
彼
は
再
び
保
釈

条
件
を
無
視
し
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
行
き
、
そ
こ
で
結
婚
し
て
二

人
の
子
を
設
け
た
。
一
九
七
六
年
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
発
見
さ
れ

る
が
、
全
米
有
色
人
種
地
位
向
上
協
会

（
15
）

が
ア
ラ
バ
マ
州
知
事

ウ
ォ
ー
レ
ス

（
16
）

と
交
渉
し
た
結
果
、
特
赦
が
与
え
ら
れ
た
。
彼
は

「T
he L

ast of the S
cottsboro B

oys

」
と
い
う
自
伝
を
書
き
、

一
九
七
九
年
に
出
版
し
た
。
一
九
八
九
年
に
死
亡
す
る
。

一
九
四
八
年
七
月
、
パ
タ
ー
ソ
ン
は
脱
獄
す
る
。
一
九
五
〇
年
、

彼
は
「T

he S
cottsboro B

oy

」
と
題
す
る
本
を
出
版
す
る
。
そ

れ
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
六
月
に
Ｆ
Ｂ
Ｉ
が
彼
を
デ
ト
ロ
イ
ト

で
逮
捕
す
る
が
、
ミ
シ
ガ
ン
州
知
事
は
、
彼
を
ア
ラ
バ
マ
州
に
移

送
す
る
書
類
に
サ
イ
ン
す
る
の
を
拒
み
、
ア
ラ
バ
マ
州
は
彼
の
再

収
監
を
断
念
す
る

（
17
）

。

一
九
五
〇
年
六
月
、
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
ラ
イ
ト
が
再
び
仮
釈
放

一
〇
九



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
七
九
〇
）

さ
れ
た
と
し
て
い
る
が
、
実
際
に
は
石
油
製
品
の
価
格
下
落
を
安

定
化
す
る
た
め
に
、
業
界
に
官
製
カ
ル
テ
ル
を
作
ら
せ
る
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た
。

2　

判
決
の
内
容

連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
カ
ー
ド
ゾ
判
事
を
唯
一
の
例
外
と
し
て
、

他
の
判
事
の
一
致
し
た
判
断
で
、
同
規
定
が
、
貿
易
等
制
限
の
権

限
を
大
統
領
に
委
任
す
る
に
当
た
り
、
明
確
な
定
義
を
お
い
て
い

な
か
っ
た
点
が
白
紙
委
任
に
あ
た
る
と
し
て
違
憲
判
決
が
下
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
は
、
カ
ー
ド
ゾ
判
事
だ
け
は
、
規
定
の
内
容
は
十

分
に
具
体
的
で
あ
る
と
し
て
、
反
対
意
見
を
書
い
た
。

3　

そ
の
後

ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
側
は
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
一
九
三
五
年
に
コ

ナ
リ
ー
・
ホ
ッ
ト
オ
イ
ル
法
（C

onnally H
ot O

il A
ct of 1935

）

を
制
定
し
て
、
指
摘
さ
れ
た
問
題
点
を
解
消
し
た
上
で
、
実
質
的

に
全
国
産
業
復
興
法
第
九
項
⒞
を
復
活
さ
せ
た
。
同
法
は
、
当
初

は
一
九
三
七
年
六
月
一
六
日
に
失
効
す
る
と
し
た
時
限
立
法
で

あ
っ
た
が
、
結
局
法
改
正
さ
れ
て
恒
久
法
と
な
っ
た
。

（
二
）　

シ
ェ
ク
タ
ー
家
禽
社
対
合
衆
国
事
件

一
九
三
五
年
五
月
二
七
日
に
下
さ
れ
た
、
こ
のA

.L
.A

. 
S
chechter P

oultry C
orp. v. U

nited S
tates, 295 U

.S
. 495 

判
例
名
に
は
パ
ナ
マ
石
油
事
件
だ
け
が
出
て
い
る
が
、
正
確
に

は
、A

m
azon P

etroleum
 C

o. v. R
yan

と
い
う
事
件
と
の
複
合

審
理
で
あ
る
。
審
理
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
、
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル

政
策
の
根
幹
と
も
言
う
べ
き
全
国
産
業
復
興
法
（
Ｎ
Ｉ
Ｒ
Ａ
）
中

の
九
条
ｃ
項
で
あ
る
。

1　

事
件
の
内
容

一
九
三
三
年
七
月
一
一
日
、
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
は
大
統
領
命
令

六
一
九
九
号
「
州
際
お
よ
び
国
際
貿
易
に
お
い
て
、
い
ず
れ
か
の

州
法
な
い
し
何
ら
か
の
行
政
庁
、
委
員
会
、
係
官
そ
の
他
正
式
な

権
限
あ
る
者
に
よ
り
有
効
な
規
則
ま
た
は
命
令
に
基
づ
き
定
め
ら

れ
た
限
度
を
超
え
る
石
油
の
生
産
品
を
輸
送
す
る
こ
と
の
禁
止

令
」
を
発
し
た
。

こ
の
大
統
領
命
令
は
、
全
国
産
業
復
興
法
九
条
ｃ
項
を
根
拠
と

し
て
い
た
。
同
項
は
、
上
記
大
統
領
命
令
と
同
文
の
記
述
の
後
に
、

そ
れ
に
違
反
し
た
場
合
に
は
六
か
月
以
下
の
懲
役
ま
た
は
（
及

び
）
一
〇
〇
〇
ド
ル
以
下
の
罰
金
を
科
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
た
。

要
す
る
に
、
国
内
需
要
を
超
え
て
過
剰
に
生
産
さ
れ
た
石
油
商

品
（
こ
れ
が
ホ
ッ
ト
オ
イ
ル
と
呼
ば
れ
る
）
の
州
際
及
び
国
際
取

引
を
禁
止
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
表
向
き
は
「
密
輸
石
油

（contraband oil

）」
か
ら
国
内
産
業
を
保
護
す
る
た
め
に
制
定

一
一
〇



憲
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革
命
前
後
（
甲
斐
）

（
七
九
一
）

て
発
さ
れ
た
「
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
内
及
び
近
郊
の
生
き
た
家
禽
産

業
の
た
め
の
公
正
競
争
規
則
（
以
下
「
公
正
競
争
規
則
」
と
い

う
）」
に
従
わ
な
か
っ
た
と
し
て
起
訴
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

申
し
立
て
ら
れ
た
違
反
は
次
の
と
お
り
だ
っ
た
。

①　

従
業
員
の
た
め
の
最
低
賃
金
と
最
長
労
働
時
間
に
関
す
る
規

制
を
遵
守
し
な
か
っ
た
。

②　

顧
客
が
特
定
の
協
同
組
合
等
か
ら
個
々
の
鶏
を
選
択
す
る
こ

と
を
可
能
に
し
な
か
っ
た
。

③　

食
用
に
適
さ
な
い
鶏
を
販
売
し
た
。

④　

地
方
自
治
体
の
検
査
規
則
を
遵
守
せ
ず
に
販
売
し
た
。

⑤　

検
査
規
則
に
お
い
て
屠
殺
業
者
お
よ
び
販
売
業
者
と
し
て
の

免
許
を
得
て
い
な
か
っ
た
。

⑥　

毎
日
の
価
格
と
販
売
量
に
関
し
て
虚
偽
の
報
告
を
行
っ
た
。

こ
れ
ら
の
訴
因
の
中
で
も
最
大
の
問
題
は
、
当
然
、
食
用
に
適

さ
な
い
鶏
肉
の
販
売
お
よ
び
検
査
を
経
て
い
な
い
鶏
肉
の
販
売
で

あ
る
。

2　

判
決
の
内
容

判
決
は
全
員
一
致
で
下
さ
れ
た
。
ヒ
ュ
ー
ズ
長
官
が
執
筆
し
た
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
大
統
領
の
発
し
た
「
公
正
取
引
規
則
」
は
、
憲

法
の
定
め
る
権
力
分
立
制
に
違
反
し
、
行
政
府
に
対
す
る
立
法
権

（1935

）
は
家
禽
産
業
に
対
す
る
規
制
を
、
非
委
任
の
法
則

（
19
）

及
び

連
邦
議
会
の
通
商
条
項
に
基
づ
く
権
力
の
不
適
切
な
使
用
と
い
う

理
由
に
基
づ
き
、
連
邦
最
高
裁
判
所
が
無
効
と
し
た
事
件
で
あ
る
。

こ
の
事
件
で
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
が
、
全
員
一
致
で
ニ
ュ
ー

デ
ィ
ー
ル
の
中
核
を
な
す
全
国
産
業
復
興
法
を
違
憲
と
判
断
し
た
、

と
い
う
大
事
件
で
あ
る
。

1　

事
実

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
は
、
生
き
た
家
禽
に
関
す
る
米
国
最
大
の
市

場
で
、
合
衆
国
全
体
の
九
六
％
の
シ
ェ
ア
を
有
し
て
い
た
。
家
禽

の
四
分
の
三
は
鉄
道
で
市
場
に
到
達
し
、
委
託
販
売
人
ま
た
は
受

取
人
に
よ
っ
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
た
。
委
託
販
売
人
は
荷
主
の
代

理
人
と
し
て
取
引
の
大
半
を
行
い
、
又
、
自
ら
の
名
義
で
取
引
を

行
う
。

シ
ェ
ク
タ
ー
家
禽
社
（A
.L

.A
. S

chechter P
oultry C

orp.

）

は
、
鶏
を
屠
殺
し
、
鶏
肉
を
小
売
商
に
販
売
す
る
ビ
ジ
ネ
ス
に
従

事
し
て
い
た
。
同
社
で
は
、
他
州
か
ら
船
で
市
場
に
供
給
さ
れ
て

い
た
生
き
た
鶏
を
、
市
場
に
お
け
る
委
託
販
売
人
か
ら
購
入
し
て

自
ら
の
屠
殺
場
に
輸
送
し
た
上
で
処
理
し
、
そ
れ
を
小
売
販
売
店

に
送
っ
て
消
費
者
の
手
に
渡
ら
せ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
処
理
工

程
に
お
い
て
、
全
国
産
業
復
興
法
三
条
に
基
づ
き
大
統
領
に
よ
っ

一
一
一
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そ
れ
は
、
こ
の
規
則
が
対
処
す
べ
き
問
題
に
対
し
て
、
適

切
な
定
義
が
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

同
法
で
使
用
さ
れ
て
い
る
『
公
正
な
競
争
』
と
は
ど
う
い

う
意
味
な
の
か
？　

そ
れ
は
法
律
で
カ
テ
ゴ
リ
を
確
立
し
、

そ
れ
に
従
っ
て
そ
の
範
囲
内
で
規
則
を
制
定
し
う
る
こ
と
な

の
だ
ろ
う
か
？　

そ
う
で
は
な
く
て
、
そ
れ
は
何
で
あ
れ
、

法
律
が
特
定
の
貿
易
や
産
業
の
た
め
の
規
制
を
提
案
し
、
大

統
領
が
承
認
す
る
か
も
し
れ
な
い
も
の
は
何
で
も
含
め
る
こ

と
の
で
き
る
便
利
な
指
定
（
一
定
の
制
限
を
受
け
る
に
せ

よ
）
な
の
で
は
な
い
の
か
、
な
い
し
は
同
法
第
一
条
で
述
べ

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
再
建
、
是
正
お
よ
び
拡
充
と
い
う
広

い
目
的
を
達
成
で
き
る
よ
う
に
、
大
統
領
が
、
貿
易
や
産
業

に
対
し
て
賢
明
で
慈
悲
深
い
規
定
を
自
ら
処
方
で
き
る
よ
う

に
用
い
ら
れ
る
も
の
な
の
で
は
無
い
の
か
？
」

こ
こ
か
ら
、
ヒ
ュ
ー
ズ
は
公
正
な
競
争
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
、

明
確
な
定
義
が
で
き
な
い
か
ど
う
か
様
々
に
検
討
す
る
。
そ
の
上

で
次
の
様
に
述
べ
る
。

「
以
上
を
要
約
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
結
論
を
下
す
な
ら

ば
、
復
興
法
第
三
条
は
前
例
の
な
い
規
定
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

い
か
な
る
貿
易
、
産
業
や
活
動
の
た
め
の
基
準
を
一
切
提
示

の
委
任
で
あ
っ
て
許
さ
れ
な
い
と
し
、
ま
た
、
全
国
産
業
復
興
法

の
規
定
は
、
通
商
条
項
の
下
で
与
え
ら
れ
て
い
る
議
会
の
権
力
を

踰
越
し
て
い
る
と
判
示
し
た
。

裁
判
所
は
、
立
法
府
が
憲
法
に
基
づ
い
て
行
使
で
き
る
州
際
通

商
の
直
接
的
権
限
と
、
間
接
的
な
、
し
た
が
っ
て
純
然
た
る
州
法

の
権
限
で
あ
る
問
題
と
の
区
別
を
論
じ
た
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に

生
き
た
家
禽
の
ほ
と
ん
ど
は
他
州
か
ら
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
送
ら
れ

る
か
ら
、
家
禽
の
飼
育
と
販
売
は
州
際
通
商
問
題
と
言
え
る
。
し

か
し
、
そ
の
流
れ
は
、
シ
ェ
ク
タ
ー
屠
殺
場
が
購
入
し
た
段
階
で

完
全
に
止
ま
る
。
そ
れ
を
買
い
手
に
販
売
す
る
行
為
は
州
内
の
問

題
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
シ
ェ
ク
タ
ー
に
対
す
る
州
際
通
商
の
効

果
は
間
接
的
で
あ
っ
て
、
連
邦
政
府
の
手
は
届
か
な
い
、
と
い
う

論
理
で
あ
る
。

ヒ
ュ
ー
ズ
は
、
連
邦
議
会
の
権
限
を
述
べ
た
憲
法
の
規
定
を
引

用
し
た
上
で
、
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。

「
現
在
提
示
さ
れ
て
い
る
問
題
の
側
面
は
、
パ
ナ
マ
石
油

精
製
会
社
事
件
の
場
合
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
そ
の
際
に
は
、

法
定
禁
止
の
対
象
を
定
義
す
る
と
い
う
問
題
だ
っ
た
。〈
中

略
〉
全
国
産
業
復
興
法
三
条
の
下
に
お
け
る
『
公
正
取
引
規

則
』
に
関
し
て
は
よ
り
根
本
的
な
問
題
が
あ
る
。

一
一
二



憲
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三
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続
け
る
の
で
あ
る
。

（
三
）　

合
衆
国
対
バ
ト
ラ
ー
事
件

こ
の
一
九
三
六
年
一
月
六
日
に
判
決
が
下
っ
たU

nited 
S
tates v. B

utler, 297 U
.S

. 1 

（1936

）
は
、
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー

ル
の
全
国
産
業
復
興
法
と
並
ぶ
柱
で
あ
っ
た
一
九
三
三
年
農
業
調

整
法
（A

gricultural A
djustm

ent A
ct of 1933

＝A
A
A

）
が

違
憲
判
決
を
受
け
た
事
件
で
あ
る
。

農
業
調
整
法
は
、
主
と
し
て
綿
花
や
煙
草
価
格
の
暴
落
に
苦
し

ん
で
い
た
南
部
の
農
家
を
救
う
た
め
に
、
黄
金
時
代
と
言
え
た

一
九
〇
九
年
〜
一
九
一
四
年
の
農
産
物
価
格
を
基
準
に
、
農
産
物

価
格
標
準
（parity

）
を
定
め
た
。
そ
れ
を
達
成
す
る
た
め
に
は

余
剰
生
産
を
排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
を
実
現
す
る

手
段
と
し
て
政
府
は
農
民
と
減
反
契
約
を
締
結
し
た
。
農
民
は
、

契
約
の
見
返
り
と
し
て
減
反
を
し
な
け
れ
ば
通
常
得
ら
れ
た
で
あ

ろ
う
額
の
補
助
金
を
政
府
か
ら
得
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
補
助

金
の
原
資
と
し
て
、
農
産
物
の
加
工
業
者
か
ら
加
工
税
を
徴
収
す

る
こ
と
と
し
て
い
た
。

1　

事
実
の
概
要

こ
の
事
件
で
は
、
農
業
調
整
法
第
九
条
お
よ
び
第
一
六
条
が
問

題
と
な
っ
た
。

し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
適
切
な
行
政
手
続
き
に
よ
っ
て
決

定
さ
れ
た
特
定
の
事
実
状
態
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
行
動
の
規

範
を
何
ら
定
め
て
い
な
い
。
行
動
の
規
範
を
処
方
す
る
代
わ

り
に
、
そ
れ
ら
を
処
方
す
る
た
め
に
規
則
の
制
定
を
認
め
て

い
る
。
そ
の
立
法
を
行
う
た
め
に
、
第
三
条
は
何
ら
の
基
準

も
設
け
て
お
ら
ず
、
別
途
第
一
条
で
述
べ
ら
れ
た
再
建
、
是

正
お
よ
び
拡
充
と
い
う
一
般
目
的
の
宣
言
が
あ
る
だ
け
で
あ

る
。
そ
の
広
範
な
宣
言
の
範
囲
で
あ
れ
ば
、
そ
し
て
全
国
の

貿
易
と
産
業
の
政
治
と
い
う
性
質
上
存
在
し
て
い
る
い
く
つ

か
の
制
限
は
あ
る
も
の
の
、
大
統
領
は
事
実
上
束
縛
さ
れ
な

い
。
我
々
は
、
こ
の
規
則
制
定
権
限
の
授
権
は
、
違
憲
で
あ

る
立
法
権
の
委
任
で
あ
る
と
考
え
る
。」

3　

そ
の
後

こ
う
し
て
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
一
家
禽
屠
殺
業
者
が
、
病
禽
肉

を
販
売
し
た
こ
と
を
取
り
締
ま
っ
た
と
い
う
、
信
じ
ら
れ
な
い
よ

う
な
小
さ
な
事
件
で
、
全
国
産
業
復
興
法
は
あ
っ
さ
り
と
と
ど
め

を
刺
さ
れ
、
制
定
後
二
年
足
ら
ず
で
廃
止
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
と

な
る
。

そ
れ
で
も
議
会
は
、
以
下
に
説
明
す
る
よ
う
に
、
同
法
に
代
わ

る
様
々
な
立
法
を
行
っ
て
、
最
高
裁
判
所
の
違
憲
判
断
に
抵
抗
を

一
一
三
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同
じ
く
ｃ
項
で
は
、
農
産
物
の
公
正
交
換
価
値
と
は
、
直
接
に

は
農
家
が
基
準
期
間
中
に
持
っ
て
い
た
と
同
じ
購
買
力
を
与
え
る

よ
う
な
価
格
の
こ
と
で
あ
り
、
農
作
物
の
公
正
交
換
価
値
及
び
そ

の
現
時
点
に
お
け
る
平
均
生
産
者
価
格
は
、
農
務
長
官
が
、
農
務

省
で
利
用
可
能
な
統
計
に
基
づ
き
確
定
さ
れ
る
も
の
と
す
る
と
し

て
い
た
。

同
じ
く
一
六
条
は
、
床
税
（fl oor tax （

21
）

）
は
、
加
工
税
が
課
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
日
付
に
お
い
て
加
工
が
行
わ
れ
た
と
し
た
場

合
に
、
農
産
物
に
支
払
い
可
能
な
額
を
考
慮
し
て
、
定
め
ら
れ
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。
一
九
三
三
年
七
月
一
四
日
に
、
大
統
領
の

承
認
を
得
て
、
農
務
長
官
は
、
彼
が
貸
与
な
い
し
給
付
す
る
金
銭

の
支
払
は
、
綿
に
関
し
て
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
宣
言
し
、
そ

の
商
品
の
市
場
年
度
は
、
一
九
三
三
年
八
月
一
日
に
開
始
し
た
こ

と
と
し
、
法
律
の
定
め
る
条
件
に
従
っ
て
綿
の
加
工
税
率
及
び
床

税
率
を
算
定
し
、
確
定
し
た
。

合
衆
国
政
府
は
、
法
九
条
及
び
一
六
条
に
従
い
、
綿
糸
会
社
で

あ
る
フ
ー
ザ
ッ
ク
・
ミ
ル
ズ
社
（H

oosac M
ills C

orp

）
に
対

し
、
綿
の
加
工
税
及
び
床
税
を
徴
収
す
る
旨
告
知
し
た
。
こ
れ
に

対
し
、
ミ
ル
ズ
社
は
そ
れ
に
応
じ
ら
れ
な
い
と
回
答
し
た
た
め
、

合
衆
国
政
府
は
地
方
裁
判
所
に
訴
え
た
。
地
方
裁
判
所
は
、
税
金

第
九
条
ａ
項
は
、
国
家
の
経
済
的
緊
急
事
態
で
あ
る
た
め
に
発

生
す
る
臨
時
の
費
用
に
あ
て
る
た
め
、
以
下
に
定
め
る
加
工
税

（processing tax

）
を
徴
収
す
る
こ
と
と
し
、
農
務
長
官

（S
ecretary of A

griculture

）
が
、
基
本
的
農
産
物
に
関
し
、

資
金
の
貸
与
ま
た
は
支
払
い
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
決
定

し
た
場
合
に
は
、
長
官
は
、
そ
の
決
定
を
公
布
す
る
も
の
と
し
、

加
工
税
を
当
該
農
産
物
に
、
そ
の
決
定
の
あ
っ
た
市
場
年
度

（
20
）

の
は

じ
め
に
遡
っ
て
課
す
る
も
の
と
し
て
い
た
。
加
工
税
は
、
そ
の
農

産
物
が
国
内
生
産
さ
れ
た
も
の
か
、
輸
入
さ
れ
た
も
の
か
を
問
わ

ず
、
国
内
に
お
い
て
農
産
物
の
加
工
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
そ

れ
に
対
し
て
課
さ
れ
、
徴
収
さ
れ
る
。
加
工
税
は
加
工
者
が
支
払

う
。ま

た
、
ｂ
項
は
、
加
工
税
は
、
現
時
点
に
お
け
る
農
産
物
の
平

均
生
産
者
価
格
と
、
公
正
交
換
価
値
の
差
に
等
し
い
税
率
と
な
る

よ
う
に
定
め
る
も
の
と
す
る
が
、
た
だ
し
、
農
務
長
官
が
、
税
額

が
余
剰
在
庫
の
原
因
と
な
り
、
あ
る
い
は
農
産
物
価
格
の
暴
落
原

因
と
な
る
と
信
じ
る
に
付
き
相
当
の
理
由
が
あ
る
時
は
、
調
査
、

告
知
及
び
聴
聞
の
後
、
余
剰
在
庫
が
蓄
積
及
び
農
産
物
価
格
の
暴

落
を
防
ぐ
よ
う
に
税
額
を
再
調
整
す
る
も
の
と
す
る
、
と
し
て
い

た
。

一
一
四



憲
法
革
命
前
後
（
甲
斐
）

（
七
九
五
）

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
そ
れ
は
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」

こ
の
税
制
に
対
す
る
様
々
な
議
論
を
紹
介
し
た
上
で
、
次
の
様

に
結
論
を
下
す
。

「
我
々
は
、
本
法
は
農
業
生
産
を
規
制
し
て
い
る
立
法
で

あ
る
と
結
論
す
る
。
税
は
そ
の
様
な
規
制
の
単
な
る
偶
発
事

で
あ
る
。」

す
な
わ
ち
、
裁
判
所
は
、
同
法
に
言
う
「
税
」
は
真
の
意
味
の

税
で
は
な
い
、
と
し
た
。
な
ぜ
な
ら
農
家
へ
の
支
払
い
は
違
法
か

つ
威
圧
的
な
契
約
に
結
合
さ
れ
、
収
益
金
は
所
定
の
条
件
を
遵
守

す
る
農
民
の
利
益
の
た
め
に
充
て
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま

た
、
政
府
の
、
計
画
さ
れ
た
作
物
の
削
減
に
対
し
て
農
家
へ
補
助

金
を
支
払
う
こ
と
は
、
国
家
政
府
の
権
限
を
踰
越
し
て
い
る
と
判

示
し
た
。

ロ
バ
ー
ツ
は
言
う
。

「
同
法
は
国
家
に
予
定
さ
れ
た
権
限
を
逸
脱
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
農
業
生
産
を
規
制
し
、
管
理
し
よ
う
と
す
る
法
定

計
画
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
連
邦
政
府
に
委
任
さ
れ
た
権
限
を

踰
越
し
て
い
る
。
税
、
な
い
し
調
達
し
た
資
金
の
処
分
及
び

そ
の
支
払
い
の
た
め
の
指
示
は
、
計
画
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
。

そ
れ
は
し
か
し
、
違
憲
な
目
的
の
た
め
の
手
段
で
あ
る
。」

は
有
効
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
支
払
い
を
命
じ
た
。
ミ
ル

ズ
社
の
控
訴
に
対
し
、
高
等
裁
判
所
は
判
決
を
逆
転
さ
せ
た
。
そ

こ
で
、
合
衆
国
政
府
は
連
邦
最
高
裁
判
所
に
上
告
し
た
。

2　

判
決
の
内
容

連
邦
最
高
裁
判
所
で
は
、
四
騎
士
に
中
間
派
が
多
数
意
見
を
構

成
し
、
そ
れ
に
対
し
、
三
銃
士
が
少
数
意
見
と
な
っ
た
。
判
決
文

は
、
中
間
派
の
ロ
バ
ー
ツ
判
事
が
書
い
た
。

彼
は
ま
ず
、
同
法
が
定
め
る
租
税
制
度
に
つ
い
て
、
簡
単
に
紹

介
す
る
。「

税
は
規
制
の
計
画
に
不
可
欠
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

農
業
調
整
管
理
者
が
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
『
法
の
精

神
』
で
あ
り
、
パ
リ
テ
ィ
価
格
と
農
家
の
購
買
力
と
い
う
二

つ
の
こ
と
を
同
時
に
達
成
す
る
た
め
に
意
図
さ
れ
手
段
で
あ

る
。
農
務
長
官
が
貸
与
ま
た
は
給
付
が
必
要
で
あ
る
と
判
断

し
た
場
合
に
は
、
税
は
自
動
的
に
農
産
物
に
対
し
て
発
動
す

る
。
貸
与
ま
た
は
給
付
を
や
め
る
時
に
は
、
自
動
的
に
消
滅

し
、
中
止
と
な
る
。
税
率
は
、
作
物
在
庫
の
減
少
と
価
格
の

引
き
上
げ
を
も
た
ら
す
こ
と
を
目
的
に
決
定
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
現
在
の
平
均
農
場
価
格
と
公
正
な
交
換
価
値
の
間
の

差
と
等
し
く
す
る
こ
と
で
あ
る
。
余
剰
在
庫
の
蓄
積
を
防
ぐ

一
一
五



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
七
九
六
）

1　

テ
ネ
シ
ー
渓
谷
開
発
公
社
と
は

テ
ネ
シ
ー
川
（T

ennessee R
iver

）
は
、
テ
ネ
シ
ー
州
東
部

で
ホ
ル
ス
ト
ン
川
と
フ
レ
ン
チ
・
ブ
ロ
ー
ド
川
が
合
流
し
た
後
の

名
称
で
、
そ
こ
か
ら
川
は
、
南
西
方
向
に
流
れ
て
ア
ラ
バ
マ
州
に

入
り
、
西
に
な
が
れ
た
の
ち
北
に
向
か
っ
て
ふ
た
た
び
テ
ネ
シ
ー

州
に
入
り
、
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
州
パ
デ
ュ
ー
カ
（P

aducah

）
付
近

で
オ
ハ
イ
オ
川
に
合
流
す
る
、
オ
ハ
イ
オ
川
最
大
の
支
流
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
オ
ハ
イ
オ
川
は
最
終
的
に
は
ミ
シ
シ
ッ
ピ
川
に
合

流
す
る
。

こ
の
当
時
の

テ
ネ
シ
ー
川
は
、

洪
水
が
頻
繁
に

発
生
し
、
ま
た

水
深
の
差
も
大

き
く
、
河
川
交

通
に
は
適
し
て

い
な
か
っ
た
。

そ
れ
を
抜
本
的

に
改
造
し
た
の

が
、
テ
ネ
シ
ー

3　

そ
の
後

連
邦
議
会
は
一
九
三
八
年
二
月
一
六
日
に
、
一
九
三
八
年
農
業

調
整
法
（T

he A
gricultural A

djustm
ent A

ct of 1938

）
を

制
定
し
た
。
こ
れ
は
、
違
憲
と
さ
れ
た
一
九
三
三
年
法
の
問
題
箇

所
を
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
法
律
で
は
、
減

反
の
た
め
の
資
金
は
、
連
邦
政
府
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
の
で

あ
っ
て
、
加
工
税
や
床
税
で
は
な
い
点
を
除
い
て
、
以
前
の
農
業

調
整
法
の
規
定
を
復
活
さ
せ
て
い
る
。

（
四
）　

ア
シ
ュ
ワ
ン
ダ
ー
対
テ
ネ
シ
ー
渓
谷
開
発
公
社
事
件

こ
の
一
九
三
六
年
二
月
一
七
日
に
下
さ
れ
たA

shw
ander v. 

T
ennessee V

alley A
uthority, 297 U

.S
. 288 

（1936

）
事
件

は
、
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
政
策
の
今
ひ
と
つ
の
大
き
な
柱
で
あ
っ
た

テ
ネ
シ
ー
渓
谷
開
発
公
社
（T
ennessee V

alley A
uthority

＝

T
V
A

）
の
合
憲
性
が
問
題
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
憲
法
革

命
前
と
し
て
は
珍
し
く
、
合
憲
判
決
を
受
け
た
事
件
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
判
決
の
重
要
性
は
、
そ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
判
事
の
補
足
意
見
中
で
、
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
ル
ー
ル

が
明
確
に
述
べ
ら
れ
た
こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
米
国
に
お
け

る
憲
法
訴
訟
史
の
中
で
も
、
憲
法
判
断
回
避
準
則
を
明
確
に
確
定

し
た
、
と
い
う
点
に
お
い
て
、
極
め
て
重
要
な
判
決
で
あ
る
。

一
一
六



憲
法
革
命
前
後
（
甲
斐
）

（
七
九
七
）

特
定
の
細
部
に
つ
い
て
補
完
さ
れ
た
。

原
告
で
あ
る
ア
シ
ュ
ワ
ン
ダ
ー
等
は
、
ア
ラ
バ
マ
電
力
会
社
の

優
先
株
式
の
保
有
者
で
あ
る
。
彼
は
、
上
記
契
約
は
、
連
邦
政
府

の
憲
法
上
の
権
力
を
超
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
Ｔ
Ｖ
Ａ
と

の
契
約
は
企
業
の
利
益
に
反
す
る
と
考
え
た
。
そ
こ
で
、
彼
ら
は

電
力
会
社
の
取
締
役
会
に
抗
議
を
提
出
し
、
Ｔ
Ｖ
Ａ
と
の
契
約
を

破
棄
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
。
し
か
し
、
取
締
役
会
は
こ
れ
を
拒

否
し
た
。
ま
た
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
・
ア
ン
ド
・
サ
ザ
ン
・
コ
ー

ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
（C

om
m
onw

ealth &
 S

outhern C
orporation

）

は
、
電
力
会
社
の
全
て
の
普
通
株
式
の
保
有
者
で
あ
る
が
、
株
主

総
会
を
招
集
す
る
に
必
要
な
行
動
を
と
る
こ
と
を
断
っ
た
。

こ
う
し
て
、
抗
議
が
無
益
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
原
告
は
、
契

約
の
無
効
確
認
と
そ
の
履
行
の
差
し
止
め
を
求
め
て
本
件
訴
訟
を

提
起
し
た
。
そ
の
訴
訟
に
当
た
っ
て
は
、
原
告
は
当
面
の
訴
訟
物

で
あ
る
、
Ｔ
Ｖ
Ａ
に
関
す
る
当
該
契
約
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、

Ｔ
Ｖ
Ａ
の
方
針
や
計
画
を
問
題
と
し
、
そ
れ
が
憲
法
に
矛
盾
し
て

い
る
こ
と
を
理
由
に
、
そ
の
活
動
の
差
し
止
め
判
決
を
求
め
、
ま

た
、
様
々
な
関
係
に
お
け
る
Ｔ
Ｖ
Ａ
の
権
利
に
関
す
る
一
般
的
な

宣
言
的
判
決
を
求
め
た
。

高
等
裁
判
所
は
、
訴
訟
物
を
一
九
三
四
年
一
月
四
日
の
契
約
の

渓
谷
開
発
計
画
で
あ
る
。
そ
の
中
心
と
な
っ
た
Ｔ
Ｖ
Ａ
の
活
動
内

容
は
、
そ
の
設
立
根
拠
法
の
、
ひ
ど
く
長
い
正
式
名
称
に
端
的
に

示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
テ
ネ
シ
ー
川
の
航
行
を
改
善
し
、

治
水
、
森
林
再
生
と
テ
ネ
シ
ー
川
流
域
に
お
け
る
限
界
耕
作
地
の

適
切
な
使
用
、
同
渓
谷
の
農
業
や
工
業
の
発
展
を
提
供
し
、
国
家

防
衛
を
提
供
し
、
ア
ラ
バ
マ
州
マ
ッ
ス
ル
シ
ョ
ー
ル
ズ
お
よ
び
そ

の
近
隣
地
に
お
け
る
政
府
財
産
を
管
理
す
る
た
め
の
公
社
を
設
立

す
る
た
め
の
法
律
」
と
い
う
も
の
で
あ
る

（
22
）

。

ア
ラ
バ
マ
電
力
会
社
（T

he A
labam

a P
ow

er C
om

pany

）

は
、
ア
ラ
バ
マ
州
法
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
、
発
電
事
業
及
び
同

州
内
の
顧
客
へ
の
送
電
を
行
う
会
社
で
あ
る
。

一
九
三
四
年
一
月
四
日
に
、
テ
ネ
シ
ー
渓
谷
開
発
公
社
は
、
ア

ラ
バ
マ
電
力
会
社
と
⑴
同
社
の
所
有
す
る
送
電
線
、
変
電
所
及
び

そ
れ
に
関
わ
る
資
産
を
購
入
す
る
こ
と
と
し
一
〇
〇
万
ド
ル
を
支

払
う
こ
と
、
⑵
同
電
力
会
社
か
ら
一
定
の
不
動
産
を
購
入
し
、
そ

の
代
価
と
し
て
一
五
万
ド
ル
を
支
払
う
こ
と
、
⑶
水
力
発
電
に
よ

る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
交
換
し
、
公
社
よ
り
電
力
会
社
に
、
そ
の
余
剰

電
力
を
売
却
す
る
こ
と
、
⑷
電
力
販
売
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
さ
れ
る

地
域
に
お
け
る
相
互
の
制
限
に
つ
い
て
契
約
を
締
結
し
た
。
契
約

は
一
九
三
四
年
二
月
一
三
日
と
五
月
二
四
日
に
一
部
改
訂
さ
れ
、

一
一
七



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
七
九
八
）

照
）
と
し
た
。

そ
し
て
、
マ
ッ
ス
ル
シ
ョ
ー
ル
ズ
で
テ
ネ
シ
ー
川
を
せ
き
止
め

て
い
る
、
ウ
ィ
ル
ス
ン
ダ
ム
の
名
で
知
ら
れ
る
ダ
ム
は
、

一
九
一
六
年
国
防
法
と
い
う
、
連
邦
政
府
の
憲
法
上
の
権
限
の
た

め
に
制
定
さ
れ
た
法
律
に
基
づ
き
、
戦
争
目
的
の
工
業
に
電
力
を

供
給
し
、
川
の
航
行
を
可
能
に
す
る
た
め
に
建
設
さ
れ
た
の
で
、

合
憲
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。

3　

補
足
意
見

こ
の
判
決
を
有
名
に
し
て
い
る
の
は
、
Ｔ
Ｖ
Ａ
の
合
憲
性
が
認

め
ら
れ
た
と
い
う
事
よ
り
も
、
そ
の
補
足
意
見
に
書
か
れ
た
ブ
ラ

ン
ダ
イ
ス
判
事
の
、
い
わ
ゆ
る
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
ル
ー
ル
の
た
め
で

あ
る
。「

訴
え
の
妥
当
性
を
考
慮
す
る
に
当
た
り
、
我
々
は
、
長

期
の
判
例
に
照
ら
し
、
連
邦
議
会
法
の
合
憲
性
を
判
断
す
る

こ
と
は
、
我
々
の
司
法
機
能
の
適
切
な
遂
行
に
あ
た
り
、
そ

う
す
る
義
務
が
な
い
限
り
、
控
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い

る
（
判
例
引
用
省
略
）。

私
は
長
官
が
発
表
し
た
憲
法
上
の
問
題
に
つ
い
て
の
結
論

に
反
対
し
な
い
。
し
か
し
、
私
の
考
え
で
は
、
高
等
裁
判
所

の
判
決
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
判
断
す
る
こ
と
を
見
送
る
形
で

効
力
と
有
効
性
に
関
す
る
議
論
に
制
限
し
た
。
地
方
裁
判
所
の
確

定
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
そ
の
契
約
に
基
づ
い
て
購
入
さ
れ
た

送
電
線
は
ウ
ィ
ル
ス
ン
ダ
ム
で
発
電
さ
れ
る
電
力
の
送
電
だ
け
に

使
わ
れ
、
他
の
ダ
ム
や
発
電
所
に
は
必
要
が
無
い
。
そ
こ
で
、
高

等
裁
判
所
は
、
ウ
ィ
ル
ス
ン
ダ
ム
の
建
設
に
関
す
る
憲
法
上
の
権

限
を
検
討
し
た
。

ウ
ィ
ル
ス
ン
ダ
ム
は
、
第
一
次
大
戦
中
に
陸
軍
工
兵
隊
の
手
に

よ
っ
て
建
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
議
会

の
、
戦
争
と
州
際
通
商
権
限
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
し
た
。

そ
こ
で
、
最
高
裁
判
所
に
上
告
さ
れ
た
。

2　

判
決
の
内
容

多
数
意
見
を
ヒ
ュ
ー
ズ
長
官
が
執
筆
し
た
。
ヒ
ュ
ー
ズ
は
、
法

人
に
お
け
る
議
決
権
付
き
優
先
株
式
を
所
有
す
る
少
数
株
主
は
、

そ
の
地
位
に
基
づ
き
、
合
衆
国
機
関
と
取
締
役
が
そ
の
名
前
で
締

結
す
る
契
約
は
違
憲
で
あ
り
、
そ
の
履
行
は
法
人
の
利
益
に
回
復

不
能
の
損
害
を
引
き
起
こ
す
と
い
う
理
由
に
基
づ
い
て
、
訴
え
を

提
起
す
る
権
利
を
有
す
る
、
と
し
た
。

し
か
し
、「
司
法
権
は
、
抽
象
的
な
問
題
に
対
す
る
決
定
に
ま
で

伸
び
る
こ
と
は
な
い
（T

he judicial pow
er does not extend 

to the determ
ination of abstract questions.

）」（P
. 297

参

一
一
八



憲
法
革
命
前
後
（
甲
斐
）

（
七
九
九
）

る
も
の
と
し
て
、
議
会
に
よ
り
急
遽
制
定
さ
れ
た
法
律
の
一
つ
で

あ
る
。

新
法
は
、
違
憲
判
決
で
概
念
が
不
明
確
と
さ
れ
た
公
正
な
競
争

基
準
、
生
産
基
準
、
賃
金
、
就
業
時
間
、
及
び
労
働
関
係
を
明
確

な
も
の
と
す
る
た
め
に
、
炭
鉱
労
働
者
、
炭
鉱
所
有
者
及
び
公
益

代
表
か
ら
組
織
さ
れ
る
労
働
委
員
会
を
設
け
た
。
す
べ
て
の
炭
鉱

は
石
炭
生
産
量
の
販
売
価
格
ま
た
は
市
場
価
格
の
一
五
％
相
当
の

税
金
を
支
払
う
よ
う
に
要
求
さ
れ
た
。
同
法
は
炭
鉱
労
働
者
の
賃

金
、
労
働
時
間
、
労
働
条
件
等
に
つ
い
て
規
制
し
て
い
た
。
そ
の

規
制
の
遵
守
は
強
制
的
な
も
の
で
は
無
か
っ
た
が
、
そ
の
規
制
を

遵
守
し
て
い
る
炭
鉱
に
は
一
五
％
の
税
率
の
九
〇
％
が
返
金
さ
れ

た
。1　

事
実

カ
ー
タ
ー
（Jam

es W
. C

arter

）
は
、
カ
ー
タ
ー
炭
鉱
会
社

の
株
主
で
あ
っ
た
が
、
炭
鉱
が
政
府
の
計
画
に
加
わ
る
べ
き
で
あ

る
と
は
考
え
な
か
っ
た
。
同
社
の
取
締
役
会
は
、
会
社
に
は
税
金

を
払
う
余
裕
が
な
い
の
で
、
計
画
に
加
わ
っ
て
返
還
金
を
受
け
取

る
必
要
が
あ
る
と
し
た
。
そ
こ
で
カ
ー
タ
ー
は
、
炭
鉱
に
お
け
る

石
炭
の
採
掘
は
州
際
通
商
に
該
当
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
連
邦
政

府
に
よ
る
規
制
に
服
す
る
必
要
は
無
い
と
炭
鉱
会
社
を
訴
え
た
。

維
持
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
政
府
は
、
訴
訟
を
通
じ
て
、
原

告
が
法
律
の
妥
当
性
に
挑
戦
す
る
資
格
が
な
い
と
主
張
し
て

い
る
。
本
件
訴
訟
の
適
格
性
に
関
す
る
こ
の
異
議
は
、
決
し

て
法
案
に
対
す
る
エ
ク
イ
テ
ィ
と
し
て
の
申
立
て
に
よ
っ
て

は
克
服
さ
れ
ず
、
エ
ク
イ
テ
ィ
ル
ー
ル
二
七
の
求
め
る
前
提

条
件
を
遵
守
し
て
い
な
い

（
23
）

。
障
害
と
な
っ
て
い
る
問
題
は
、

手
続
き
的
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
法
の
本
質
に
内
在
す

る
も
の
で
あ
り
、
確
立
し
た
エ
ク
イ
テ
ィ
の
ル
ー
ル
で
あ
り
、

そ
し
て
立
法
の
合
憲
性
を
伴
う
事
件
で
は
実
体
法
に
内
在
し

て
い
る
。
地
方
裁
判
所
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
た
事
実
に
基
づ

く
限
り
、
訴
え
を
却
下
す
る
べ
き
で
あ
っ
た
。」

以
下
、
こ
の
事
件
に
関
す
る
検
討
が
延
々
と
続
き
、
そ
の
後
に

有
名
な
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
ル
ー
ル
が
書
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
五
）　

カ
ー
タ
ー
対
カ
ー
タ
ー
炭
鉱
会
社
事
件

一
九
三
六
年
五
月
一
八
日
に
判
決
が
下
さ
れ
たC

arter v. 
C
arter C

oal C
om

pany, 298 U
.S

. 238 

（1936

）
事
件
は
、

一
九
三
五
年
に
成
立
し
た
瀝
青
炭
保
全
法
（T

he B
itum

inous 
C
oal C

onservation A
ct

＝G
uff ey-S

nyder A
ct

又
はG

uff ey 
C
oal A

ct

と
呼
ば
れ
る
。）
の
合
憲
性
が
問
題
と
な
っ
た
事
件
で

あ
る
。
同
法
は
、
違
憲
判
決
を
受
け
た
全
国
産
業
復
興
法
に
代
わ

一
一
九



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
八
〇
〇
）

す
る
権
限
で
あ
っ
て
、
通
商
に
関
す
る
権
限
で
は
な
い
。
そ
し
て
、

生
産
は
純
然
た
る
地
域
的
活
動
で
あ
る
。
仮
に
、
個
人
の
石
炭
生

産
活
動
が
州
際
通
商
に
直
接
的
効
力
を
有
し
な
い
な
ら
ば
、
多
数

人
に
よ
る
石
炭
生
産
活
動
も
又
、
州
際
通
商
に
直
接
的
効
果
を
持

ち
得
な
い
。

こ
の
よ
う
に
論
理
を
展
開
し
て
、
次
の
様
に
結
論
し
た
。

「
連
邦
の
規
制
権
力
は
、
州
際
通
商
の
限
界
で
終
わ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
権
力
は
、
州
際
の
商
業
的
交
流
が
始
ま
る
ま

で
連
邦
に
帰
属
す
る
こ
と
は
な
い
。」

こ
こ
で
、
問
題
は
、
同
法
の
労
働
条
項
は
州
際
取
引
に
該
当
し

な
い
が
故
に
無
効
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
以
外
の
部
分
は
ど
う

な
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
憲
法
訴
訟
論
で
可
分
性

（separability

）
と
い
わ
れ
る
問
題
で
あ
る
。
連
邦
議
会
は
、
全

国
産
業
復
興
法
に
対
す
る
違
憲
判
決
を
経
験
し
た
後
で
こ
の
法
律

を
制
定
し
て
い
る
の
で
、
最
高
裁
判
所
が
特
定
部
分
に
つ
い
て
違

憲
判
決
を
下
す
こ
と
を
想
定
し
て
、
予
め
同
法
第
一
五
条
に
、
こ

の
法
律
の
一
部
が
無
効
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
他
の
部
分
は
そ
の

影
響
を
受
け
な
い
旨
の
規
定
を
設
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
四
騎
士
達
は
、
同
条
の
効
力
を
否
定
し
、
法
律
の
可

分
性
は
、
最
終
的
に
は
立
法
者
の
意
図
は
何
で
あ
っ
た
の
か
、
と

2　

判
決
の
内
容

四
騎
士
と
ロ
バ
ー
ツ
が
多
数
意
見
を
形
成
し
、
ヒ
ュ
ー
ズ
及
び

三
銃
士
が
反
対
意
見
を
述
べ
た
。

多
数
意
見
を
要
約
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

石
炭
が
州
境
を
超
え
て
販
売
さ
れ
る
場
合
に
、
そ
れ
は
州
際
通

商
に
該
当
す
る
が
、
そ
の
石
炭
が
そ
の
州
か
ら
移
送
さ
れ
る
以
前

に
は
、
州
際
通
商
と
は
言
え
な
い
。
石
炭
の
採
掘
は
、
決
し
て
州

際
通
商
で
は
無
く
、
地
域
的
事
業
で
あ
り
、
従
っ
て
州
に
管
理
及

び
課
税
の
権
限
が
あ
る
。

州
際
通
商
に
関
す
る
最
初
の
判
例
は
、
ギ
ボ
ン
ズ
対
オ
グ
デ
ン

事
件
（G

ibbons v. O
gden, 9 W

heat. 1, 189, 190

）
で
、
マ
ー

シ
ャ
ル
長
官
が
下
し
た
も
の
で
あ
る

（
24
）

。
そ
の
際
、
マ
ー
シ
ャ
ル
は

通
商
に
関
し
て
、
次
の
様
に
述
べ
た
。

「
通
商
と
は
疑
い
な
く
交
通
（traffi  c

）
の
こ
と
で
あ
る

が
、
し
か
し
何
か
が
そ
れ
に
加
わ
る
。
そ
れ
は
交
換

（intercourse

）
で
あ
る
。」

多
数
意
見
は
こ
れ
を
引
用
し
て
、「
通
商
」
と
い
う
語
は
「
取

引
の
目
的
の
た
め
の
交
流
（intercourse for the purposes of 

trade

）」
と
い
う
語
句
と
等
価
と
し
た
。
石
炭
の
採
掘
は
、
こ
の

定
義
に
該
当
し
な
い
。
労
働
委
員
会
が
有
す
る
の
は
、
生
産
に
関

一
二
〇



憲
法
革
命
前
後
（
甲
斐
）

（
八
〇
一
）

4　

そ
の
後

議
会
は
、
一
九
三
七
年
四
月
二
六
日
に
、
新
法
（T

he 
B
itum

inous C
oal A

ct of 1937

＝G
uff ey-V

inson C
oal A

ct

と
呼
ば
れ
る
。）
を
制
定
し
た
。
同
法
は
、
最
高
裁
判
所
が
違
憲

と
し
た
賃
金
や
労
働
時
間
等
の
規
制
部
分
を
、
そ
の
指
摘
を
回
避

す
る
形
に
改
正
し
、
他
の
す
べ
て
の
条
項
を
復
活
さ
せ
た
も
の
で

あ
る

（
25
）

。
要
す
る
に
、
上
記
可
分
性
の
問
題
に
、
議
会
は
明
白
に
立

法
で
回
答
し
た
の
で
あ
る
。
同
法
の
租
税
条
項
も
、
後
に
訴
訟
と

な
っ
た
が
、
一
九
四
〇
年
に
連
邦
最
高
裁
判
所
は
合
憲
と
判
決
し

た
（
26
）

。

四　

憲
法
革
命
後
の
判
例

（
一
）　

ウ
ェ
ス
ト
コ
ー
ス
ト
ホ
テ
ル
対
パ
リ
ッ
シ
ュ
事
件

先
に
述
べ
た
と
お
り
、
ロ
バ
ー
ツ
判
事
は
一
九
三
七
年
三
月

二
九
日
に
下
さ
れ
た
、
こ
のW

est C
oast H

otel C
o. v. 

P
arrish, 300 U

.S
. 379 

（1937

）
事
件
で
、
ア
ト
キ
ン
ス
事
件

で
自
ら
が
採
っ
た
意
見
を
変
更
し
、
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
に
よ
る
干
渉

か
ら
最
高
裁
判
所
を
救
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
境

に
、
以
後
、
ニ
ュ
ー
コ
ー
ト
と
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
歴
史
的
重

要
性
を
持
つ
判
決
で
あ
る
。

い
う
テ
ス
ト
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
と
い
う
主
張
を
否
定
す
る
。
す

な
わ
ち
、
基
本
的
に
あ
ら
ゆ
る
法
律
は
不
可
分
な
も
の
と
推
定
さ

れ
る
。
そ
の
上
で
、
不
可
分
推
定
は
『
立
法
者
は
残
っ
て
い
る
も

の
で
満
足
し
た
、
と
い
う
明
白
な
蓋
然
性
が
存
在
す
る
場
合
に
の

み
排
除
さ
れ
る
』
と
し
、
こ
の
場
合
は
そ
れ
に
該
当
し
な
い
と
し

て
、
法
律
全
部
を
違
憲
と
す
る
の
で
あ
る
。

3　

少
数
意
見

ヒ
ュ
ー
ズ
長
官
は
、
多
数
意
見
が
、
石
炭
の
採
掘
は
連
邦
権
限

に
属
さ
な
い
、
と
し
た
点
に
つ
い
て
は
賛
同
し
、
そ
れ
は
違
憲
と

し
た
が
、
同
法
の
労
働
条
項
と
市
場
条
項
は
分
離
し
て
判
断
す
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
し
た
。
多
数
意
見
の
可
分
性
に
関
す
る
議

論
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
憶
測
の
問
題
と
な
る
。
議
会
が
可
分
と

言
っ
て
い
る
か
、
不
可
分
と
言
っ
て
い
る
か
が
明
白
な
場
合
に
は

そ
れ
に
依
る
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

三
銃
士
の
一
人
、
カ
ー
ド
ゾ
判
事
の
反
対
意
見
は
、
同
法
の
価

格
決
定
条
項
は
、
連
邦
の
権
限
に
属
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ

れ
は
州
際
通
商
に
直
接
の
関
わ
り
が
あ
る
か
ら
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。
ス
ト
ー
ン
判
事
及
び
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
判
事
も
こ
れ
に
賛

同
し
た
。

一
二
一



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
八
〇
二
）

健
康
と
安
全
、
ま
た
は
弱
者
を
保
護
す
る
州
法
に
対
し
て
は
、
契

約
の
自
由
の
制
限
が
認
め
ら
れ
る
と
し
た
。

3　

そ
の
後

ロ
バ
ー
ツ
判
事
は
、
一
九
四
五
年
七
月
三
一
日
に
退
職
し
た
。

そ
の
退
職
に
際
し
て
、
カ
ー
ド
ゾ
判
事
の
後
任
と
し
て
一
九
三
八

年
に
連
邦
最
高
裁
判
所
判
事
に
就
任
し
て
い
た
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー

タ
判
事
は
、
ロ
バ
ー
ツ
の
変
心
と
呼
ば
れ
る
有
名
な
問
題
が
真
実

な
の
か
否
か
、
メ
モ
を
欲
し
い
と
依
頼
し
た
。
ロ
バ
ー
ツ
は
九
月

九
日
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
判
事
に
メ
モ
を
手
交
し
た
。
ロ
バ
ー

ツ
は
一
九
五
五
年
五
月
一
七
日
に
死
去
し
た
。
そ
こ
で
、
フ
ラ
ン

ク
フ
ァ
ー
タ
は
、
ロ
バ
ー
ツ
メ
モ
（R

oberts M
em

orandum

）

を
、
メ
モ
を
入
手
し
た
経
緯
に
関
す
る
説
明
も
付
し
て
、
ペ
ン
シ

ル
ベ
ニ
ア
大
学
ロ
ー
レ
ビ
ュ
ー
一
九
五
五
年
一
二
月
号
に
公
表
し

た
（
27
）

。そ
の
文
書
の
、
ポ
イ
ン
ト
の
部
分
だ
け
を
紹
介
す
る
と
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

パ
リ
ッ
シ
ュ
事
件
の
上
告
を
受
理
す
る
か
否
か
が
一
九
三
六
年

一
〇
月
一
〇
日
に
評
決
さ
れ
た
際
、
四
騎
士
は
ア
ト
キ
ン
ス
事
件

等
の
先
例
が
あ
る
こ
と
を
理
由
に
却
下
を
求
め
た
。
そ
れ
に
対
し
、

ロ
バ
ー
ツ
は
上
告
受
理
に
賛
成
票
を
投
じ
た
。
四
騎
士
が
驚
い
て
、

1　

事
実
の
概
要

パ
リ
ッ
シ
ュ
（E

lsie P
arrish

）
は
、
彼
女
の
夫
と
一
緒
に
ワ

シ
ン
ト
ン
州
の
カ
ス
カ
デ
ィ
ア
ン
ホ
テ
ル
（C

ascadian H
otel

＝
ウ
ェ
ス
ト
コ
ー
ス
ト
ホ
テ
ル
社
が
所
有
）
で
勤
務
し
て
い
た
が
、

ホ
テ
ル
を
、
彼
女
が
支
払
わ
れ
て
い
た
週
あ
た
り
四
八
時
間
労
働

で
一
四
・
五
〇
ド
ル
の
賃
金
は
、
ワ
シ
ン
ト
ン
州
法
に
基
づ
き
、

産
業
厚
生
委
員
会
（Industrial W

elfare C
om

m
ittee

）
及
び

産
業
に
お
け
る
女
性
監
督
官
（S

upervisor of W
om

en in 
Industry

）
の
定
め
る
最
低
賃
金
と
の
差
額
を
求
め
て
訴
え
た
。

第
一
審
裁
判
所
は
、
ア
ト
キ
ン
ス
事
件
を
先
例
と
し
て
使
用
し
、

被
告
勝
訴
の
判
決
を
下
し
た
。
ワ
シ
ン
ト
ン
州
最
高
裁
判
所
は
、

飛
躍
上
告
を
受
理
し
、
第
一
審
判
決
を
逆
転
し
、
パ
リ
ッ
シ
ュ
勝

訴
の
判
決
を
下
し
た
。
そ
こ
で
ホ
テ
ル
側
は
、
米
国
最
高
裁
判
所

に
控
訴
し
た
。

2　

判
決
の
内
容

最
高
裁
判
所
は
、
三
銃
士
及
び
中
間
派
の
計
五
人
対
四
騎
士
に

分
か
れ
た
結
果
、
パ
リ
ッ
シ
ュ
勝
訴
判
決
を
下
し
た
。
判
決
は

ヒ
ュ
ー
ズ
が
執
筆
し
た
。

ヒ
ュ
ー
ズ
は
ミ
ュ
ラ
ー
対
オ
レ
ゴ
ン
州
事
件
（M

uller v. 
O
regon, 208 U

.S
. 412 

（1908

））
と
同
様
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、

一
二
二



憲
法
革
命
前
後
（
甲
斐
）

（
八
〇
三
）

憶
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
事
件
の
割
り
当
て
を
行
う
こ

と
が
可
能
に
な
っ
た
。
下
級
裁
判
所
判
決
を
確
定
す
る
判
決

は
一
九
三
七
年
三
月
二
九
日
発
表
さ
れ
た
。」

サ
ー
シ
オ
レ
ー
ラ
イ
を
採
用
し
て
い
る
以
上
、
パ
リ
ッ
シ
ュ
事

件
が
連
邦
最
高
裁
判
所
に
受
理
さ
れ
る
た
め
に
は
、
最
低
四
人
以

上
の
判
事
が
賛
成
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
三
銃
士
プ
ラ
ス

ヒ
ュ
ー
ズ
長
官
で
こ
の
四
人
に
達
し
て
い
る
が
、
そ
の
時
点
で
、

既
に
ロ
バ
ー
ツ
判
事
は
意
見
を
変
え
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
判
決
が
三
月
九
日
の
炉
端
談
話
の
後
に
下
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
そ
の
冬
に
ス
ト
ー
ン
判
事
が
重
病
で
あ
っ

た
た
め
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
メ
モ
を
信
頼
す
る
限
り
、
炉

端
談
話
を
き
っ
か
け
に
ロ
バ
ー
ツ
判
事
が
変
心
し
た
と
い
う
の
は
、

伝
説
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。

（
二
） 　

全
国
労
働
関
係
委
員
会
対
ジ
ョ
ー
ン
ズ
・
ラ
フ
リ
ン
鉄

鋼
会
社
事
件

一
九
三
七
年
四
月
一
二
日
に
下
さ
れ
た
こ
の
判
決
も
、
パ
リ
ッ

シ
ュ
事
件
同
様
、
三
銃
士
プ
ラ
ス
中
間
派
の
五
人
が
多
数
意
見
を

形
成
し
、
四
騎
士
を
押
さ
え
た
判
決
で
あ
る
。

賃
金
や
労
働
時
間
等
の
労
働
条
件
に
関
す
る
規
制
に
関
し
て
は
、

全
国
産
業
復
興
法
の
違
憲
判
決
後
で
あ
る
一
九
三
五
年
七
月
五
日

「
ロ
バ
ー
ツ
は
一
体
ど
う
し
た
ん
だ
（W

hat is the m
atter 

w
ith R

oberts?

）」
と
さ
さ
や
き
あ
っ
た
の
を
ロ
バ
ー
ツ
は
聞
い

て
い
る
。「

ス
ト
ー
ン
判
事
は
、
一
〇
月
一
四
日
頃
に
病
気
に
な
っ

た
。
事
件
は
一
二
月
一
六
日
と
一
七
日
に
、
ス
ト
ー
ン
判
事

が
欠
席
の
ま
ま
審
議
さ
れ
た
。
そ
の
時
、
彼
は
、
自
宅
で
、

昏
睡
状
態
で
横
た
わ
っ
て
い
た
。
一
二
月
一
九
日
に
会
議
で

検
討
さ
れ
る
時
が
来
た
。
私
は
、
肯
定
す
る
方
に
投
票
し
た
。

長
官
、
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
及
び
カ
ー
ド
ソ
判
事
も
同
様
に
投
票

し
た
。
他
の
四
人
は
、
反
対
に
投
票
し
た
。

も
し
も
判
決
が
、
そ
の
ま
ま
下
さ
れ
た
場
合
は
、
事
件
は

賛
否
同
数
評
決
（divided C
ourt

）
と
さ
れ
た
だ
ろ
う

（
28
）

。

そ
の
場
合
は
不
運
な
結
果
と
考
え
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
法
廷

に
い
る
誰
も
が
、
ス
ト
ー
ン
判
事
の
見
解
を
知
っ
て
い
た
か

ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
事
件
は
ス
ト
ー
ン
判
事
が
参
加
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
さ
ら
な
る
検
討
の
た
め
に
据
え
置

か
れ
る
も
の
と
さ
れ
た
。
ス
ト
ー
ン
判
事
は
、
一
月
は
回
復

期
で
、
一
九
三
七
年
二
月
一
日
か
ら
裁
判
所
の
執
務
に
戻
っ

た
。
私
は
パ
リ
ッ
シ
ュ
事
件
が
一
九
三
七
年
二
月
六
日
に
、

ス
ト
ー
ン
判
事
が
関
与
す
る
会
議
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
と
記

一
二
三



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
八
〇
四
）

こ
のN
ational L

abor R
elations B

oard v. Jones &
 

L
aughlin S

teel C
orporation, 301 U

.S
. 1 

（1937

）
事
件
で

は
、
全
国
労
働
関
係
委
員
会
（
Ｎ
Ｌ
Ｒ
Ｂ
）
の
合
憲
性
が
問
題
と

な
っ
た
。
こ
の
判
決
が
、
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
政
策
に
お
け
る
経
済

立
法
に
対
す
る
連
邦
最
高
裁
判
所
の
否
定
的
活
動
に
終
止
符
を
打

ち
、
こ
れ
以
降
、
通
商
条
項
に
基
づ
く
連
邦
議
会
の
権
力
を
増
加

さ
せ
る
こ
と
と
な
る
。

1　

事
実
の
概
要

ジ
ョ
ー
ン
ズ
・
ラ
フ
リ
ン
鉄
鋼
会
社
（Jones &

 L
aughlin 

S
teel C

orporation

）
は
ア
メ
リ
カ
第
四
位
の
巨
大
鉄
鋼
メ
ー

カ
ー
で
あ
る
。
同
社
の
ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ
ア
州
ア
リ
キ
ッ
パ

（A
liquippa

）
で
働
い
て
い
た
従
業
員
一
〇
人
を
、
彼
ら
が
労
働

組
合
に
加
入
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
基
づ
き
、
解
雇
し
た
こ
と
が
、

不
当
労
働
行
為
と
し
て
訴
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
Ｎ
Ｌ
Ｒ
Ｂ
は
、

会
社
に
対
し
、
再
雇
用
と
俸
給
の
支
払
い
を
命
じ
た
の
に
対
し
、

ジ
ョ
ー
ン
ズ
・
ラ
フ
リ
ン
鉄
鋼
会
社
は
、
全
国
労
働
関
係
委
員
会

設
置
法
が
違
憲
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
そ
れ
に
従
う
こ
と
を
拒

否
し
た
。

2　

判
決
の
内
容

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
判
決
は
五
対
四
で
下
さ
れ
た
。

に
急
遽
、
制
定
さ
れ
た
全
国
労
働
関
係
法
（N

ational L
abor 

R
elations A

ct

）
に
よ
る
規
制
対
象
と
な
っ
た
。
同
法
は
、
通
称

は
起
案
し
た
民
主
党
の
ワ
グ
ナ
ー
上
院
議
員
に
因
ん
で
、「
ワ
グ

ナ
ー
法
（W

agner A
ct

）」
と
呼
ば
れ
る
。

同
法
は
、
最
低
賃
金
、
最
高
労
働
時
間
、
労
働
者
の
団
結
権
と

代
表
者
に
よ
る
団
体
交
渉
権
を
保
障
し
、
不
当
解
雇
、
御
用
組
合
、

差
別
待
遇
を
禁
じ
た
。
ま
た
雇
用
主
に
よ
る
不
当
労
働
行
為
の
禁

止
を
規
定
し
た
。
不
当
労
働
行
為
と
は
、
労
働
者
の
団
結
権
や
団

体
行
動
の
自
由
に
対
し
て
、
使
用
者
が
侵
害
ま
た
は
干
渉
な
ど
の

妨
害
行
為
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
法
律
の
遂
行
機
関
と
し
て
、

全
国
労
働
関
係
委
員
会
（N

ational L
abor R

elations B
oard

＝N
L
R
B

）
の
設
置
を
規
定
し
た
。

Ｎ
Ｌ
Ｒ
Ｂ
は
、
独
立
行
政
委
員
会
で
、
労
働
組
合
の
代
表
者
選

挙
及
び
不
当
労
働
行
為
を
調
査
し
、
是
正
を
有
す
る
権
限
を
有
し

て
い
る
。
Ｎ
Ｌ
Ｒ
Ｂ
は
五
人
の
委
員
で
組
織
さ
れ
る
委
員
会
及
び

訟
務
検
事
（G

eneral C
ounsel （

29
）

）
で
構
成
さ
れ
、
彼
ら
は
上
院

の
同
意
を
得
て
大
統
領
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
。
委
員
は
、
五
年

の
任
期
で
任
命
さ
れ
、
訟
務
検
事
は
、
四
年
の
任
期
で
任
命
さ
れ

る
。
訟
務
検
事
は
検
察
官
と
し
て
活
動
す
る
と
共
に
、
委
員
会
の

一
員
と
し
て
活
動
す
る
。

一
二
四



憲
法
革
命
前
後
（
甲
斐
）

（
八
〇
五
）

と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
そ
こ
で
は
右
法
条
に
た
い
す
る
明
確

な
合
憲
判
断
は
原
則
と
し
て
前
提
に
な
っ
て
い
な
い
。
甲
と

い
う
違
憲
に
な
る
可
能
性
の
強
い
解
釈
は
排
除
さ
れ
た
が
、

そ
の
ほ
か
、
た
と
え
ば
乙
と
い
う
解
釈
を
と
っ
て
も
『
重
大

な
疑
い
』
が
生
ず
る
の
か
、
合
憲
解
釈
と
し
て
は
丙
と
い
う

解
釈
を
採
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
し
か
し
丙
と
い

う
解
釈
が
合
理
的
に
成
立
す
る
可
能
性
が
は
た
し
て
あ
る
の

か
、
と
い
う
よ
う
な
点
は
原
則
と
し
て
未
解
決
の
状
態
に
お

か
れ
、
し
た
が
っ
て
当
該
法
令
そ
の
も
の
の
合
憲
・
違
憲
に

つ
い
て
は
何
ら
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。」

4　

そ
の
後

こ
の
日
以
降
、
短
時
日
の
う
ち
に
、
次
に
示
す
と
お
り
、
多
数

の
事
件
で
合
憲
判
決
が
相
次
い
で
下
さ
れ
、
Ｎ
Ｌ
Ｒ
Ｂ
の
合
憲
性

を
明
確
に
確
立
す
る
こ
と
に
な
る
。

N
L
R
B
 v. F

ruehauf T
railer C

o., 301 U
.S

. 49 

（1937

）

N
L
R
B
 v. F

riedm
an-H

arry M
arks C

lothing C
o., 301 

U
.S

. 58

（1937

）

A
ssociated P

ress v. N
L
R
B
, 301 U

.S
. 103 

（1937

）

W
ashington, V

a. &
 M

d. C
oach C

o. v. N
L
R
B
, 301 U

.S
. 

142 

（1937
）

ヒ
ュ
ー
ズ
長
官
が
多
数
意
見
を
代
表
し
て
、
次
の
様
に
述
べ
た
。

「
Ｎ
Ｌ
Ｒ
Ｂ
の
活
動
は
、
ば
ら
ば
ら
に
考
え
た
場
合
に
は
、

州
内
で
行
わ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
活
動
は
州

際
通
商
と
密
接
か
つ
本
質
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
そ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
負
担
及
び
障
害
物
か
ら
州
際
通

商
を
本
質
的
か
つ
適
切
に
守
る
こ
と
で
あ
る
の
で
、
連
邦
議

会
が
権
力
を
有
す
る
こ
と
を
否
定
で
き
な
い
。」

3　

芦
部
信
喜
の
評
釈

芦
部
信
喜
は
、
こ
の
判
決
を
、
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
の
第
七
ル
ー
ル

の
典
型
的
な
例
と
し
て
評
釈
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
主
要
部
分
を

紹
介
す
る
（『
憲
法
訴
訟
の
理
論
』
有
斐
閣
一
九
七
三
年
刊
、

三
〇
〇
頁
）。

「
こ
こ
で
は
、
違
憲
性
か
ら
『
法
律
を
救
済
す
る
』
こ
と

と
『
重
大
な
疑
い
を
回
避
す
る
』
こ
と
と
は
、
観
念
的
に
は

区
別
さ
れ
て
い
る
。
前
者
は
文
字
通
り
の
『
合
憲
解
釈
の
ア

プ
ロ
ー
チ
』
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
原
則
と
し
て
合
憲
判
断
を

行
う
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
後
者
は
、
あ

る
法
令
の
条
項
に
つ
い
て
甲
と
い
う
解
釈
を
と
れ
ば
そ
の
合

憲
性
に
つ
い
て
重
大
な
疑
い
が
生
ず
る
の
で
、
少
な
く
と
も

そ
の
解
釈
だ
け
は
と
ら
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
場
合
を
指
す

一
二
五
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法
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第
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十
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巻
第
四
号
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二
〇
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年
三
月
）

（
八
〇
六
）

別
途
に
失
業
補
償
制
度
を
確
立
し
て
い
る
場
合
に
は
、
納
税
者
に
、

連
邦
税
の
九
〇
％
に
相
当
す
る
額
の
控
除
を
認
め
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
、
同
法
は
、
州
が
資
金
調
達
や
失
業
補
償
金
の
支
払
い
の

た
め
の
一
貫
し
た
法
制
度
を
導
入
す
る
よ
う
誘
導
す
る
目
的
で
、

そ
の
課
税
構
造
を
定
め
て
い
た
。

ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
社
は
、
連
邦
が
、
税
金
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て

州
に
社
会
保
障
制
度
の
導
入
を
強
制
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
連

邦
議
会
の
権
限
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
と
主
張
し
て
、
納
税
を
拒
否

し
た
。

2　

判
決
の
内
容

判
決
は
、
一
九
三
七
年
五
月
二
四
日
に
下
さ
れ
た
。
例
に
よ
っ

て
三
銃
士
に
中
間
派
が
加
わ
っ
た
五
人
が
多
数
意
見
を
形
成
し
、

少
数
意
見
の
四
騎
士
と
対
立
し
た
。
判
決
は
カ
ー
ド
ゾ
判
事
が
執

筆
し
た
。「

問
題
は
、
便
宜
的
に
導
入
さ
れ
た
手
法
が
権
力
の
限
界

を
踰
越
し
て
い
る
か
否
か
で
あ
る
。
法
を
問
題
視
す
る
人
は
、

そ
の
主
た
る
目
的
・
目
標
は
、
州
議
会
を
失
業
補
償
制
度
よ

る
経
済
的
圧
力
と
い
う
鞭
の
下
で
駆
り
立
て
る
こ
と
で
あ
る

と
言
う
。」

そ
の
鍵
に
な
る
の
は
、
法
が
そ
れ
を
消
費
税
と
み
な
し
て
い
る

こ
う
し
た
一
連
の
判
例
に
よ
り
、
Ｎ
Ｌ
Ｒ
Ｂ
の
地
位
は
確
立
し
、

今
日
に
至
る
。

（
三
）　

ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
機
械
会
社
対
デ
ィ
ヴ
ィ
ス
事
件

こ
のS

tew
ard M

achine C
om

pany v. D
avis, 301 U

.S
. 548 

（1937

）
は
、
一
九
三
五
年
社
会
福
祉
法
（S

ocial S
ecurity 

A
ct of 1935

）
の
合
憲
性
が
問
題
と
な
っ
た
事
件
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
の
よ
う
な
自
由
主
義
の
国
で
は
、
本
来
は
、
社
会
福

祉
法
は
許
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
大
恐
慌
下
に
お
け
る
社
会
的
弱

者
救
済
の
た
め
に
、
一
九
三
五
年
に
制
定
さ
れ
た
の
が
こ
の
法
律

で
、
連
邦
老
齢
年
金
制
度
を
確
立
す
る
と
と
も
に
、
高
齢
者
、
視

覚
障
害
者
、
肢
体
不
自
由
児
、
母
子
福
祉
及
び
公
衆
衛
生
を
規
制

す
る
と
と
も
に
失
業
補
償
法
規
定
を
設
け
た
。
そ
う
し
た
支
出
の

原
資
と
し
て
、
同
法
は
雇
用
主
へ
の
課
税
を
定
め
、
そ
の
管
理
に

当
た
る
機
関
と
し
て
社
会
保
障
委
員
会
（S

ocial S
ecurity 

B
oard

）
と
い
う
独
立
行
政
委
員
会
を
設
け
て
い
る
。

こ
の
事
件
で
は
、
同
法
の
規
定
の
う
ち
、
失
業
者
救
済
規
定
が

問
題
と
な
っ
た
。

1　

事
件
の
内
容

一
九
三
五
年
社
会
保
障
法
の
失
業
補
償
規
定
は
、
そ
の
原
資
と

し
て
雇
用
主
へ
の
課
税
を
定
め
て
い
た
。
但
し
、
州
が
そ
れ
と
は

一
二
六



憲
法
革
命
前
後
（
甲
斐
）

（
八
〇
七
）

め
に
は
、
一
般
的
な
福
祉
の
推
進
よ
り
も
狭
い
何
ら
か
の
目

的
の
た
め
に
、
国
家
資
金
の
使
用
が
必
要
で
あ
る
。」

そ
し
て
、
申
立
人
の
主
張
に
つ
い
て
論
じ
る
。

「
申
立
人
の
主
張
の
問
題
点
は
、
動
機
と
強
制
力
と
を
混

同
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
べ
て
の
税
金
は
、
あ
る
意
味

に
お
い
て
規
制
の
尺
度
で
あ
る
。
あ
る
範
囲
内
に
お
い
て
は
、

他
の
者
が
課
税
さ
れ
て
い
な
い
の
と
比
較
す
れ
ば
、
課
税
活

動
は
経
済
的
障
害
と
な
る
。
あ
ら
ゆ
る
租
税
の
払
い
戻
し
と

同
様
に
、
租
税
措
置
の
あ
る
も
の
は
誘
導
的
で
あ
る
。
し
か

し
、
動
機
や
誘
導
が
、
強
制
と
み
な
し
う
る
も
の
で
あ
る
た

め
に
は
、
法
律
を
無
限
の
困
難
さ
に
直
面
さ
せ
る
。」

3　

そ
の
後

一
九
三
九
年
に
、
行
政
庁
再
組
織
法
（R

eorganization A
ct 

of 1939

（P
.L

. 19, 76th C
ong., 1st sess.

））
に
よ
り
連
邦
保

障
局
（F

ederal S
ecurity A

gency

）
と
い
う
、
や
は
り
独
立

機
関
が
設
立
さ
れ
、
社
会
保
障
委
員
会
は
合
衆
国
公
衆
衛
生
局

（U
nited S

tates P
ublic H

ealth S
ervice

）、
食
品
医
薬
品
局

（F
ood and D

rug A
dm

inistration

）、
市
民
保
全
部
隊
（C

ivilian 
C
onservation C

orps

）、
教
育
局
（O

ffi  ce of E
ducation

）
と

と
も
に
、
そ
の
下
部
機
関
と
さ
れ
た
。

点
で
あ
る
。

「
消
費
税
は
憲
法
第
一
〇
修
正
の
禁
止
す
る
州
へ
の
強
制

で
は
無
く
、
連
邦
制
度
に
よ
る
暗
黙
の
制
限
に
違
反
し
た
も

の
で
も
な
い
の
で
、
無
効
で
は
な
い
。」

こ
の
よ
う
に
述
べ
て
、
判
決
は
、
連
邦
議
会
の
立
法
は
憲
法
の

範
囲
内
に
あ
る
と
し
た
。
裁
判
所
は
、
次
に
、
税
と
そ
の
控
除
の

組
み
合
わ
せ
は
、
強
制
の
武
器
で
は
無
く
、
州
の
自
律
性
を
破
壊

し
た
り
損
な
っ
た
り
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
し
た
。

「
脅
迫
と
誘
導
と
の
間
に
理
性
的
に
線
を
描
く
こ
と
は
、

今
で
は
常
識
事
項
で
あ
る
失
業
問
題
に
対
し
て
対
応
す
る
必

要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。」

こ
う
述
べ
て
、
全
国
的
な
経
済
状
況
に
つ
い
て
触
れ
た
後
、
裁

判
所
は
次
の
様
に
言
う
。

「
速
や
か
に
明
ら
か
に
な
っ
た
事
実
は
、
州
が
必
要
な
救

済
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

問
題
は
、
今
や
領
域
（area

）
に
お
い
て
も
大
き
さ

（dim
ension

）
に
お
い
て
も
全
国
的
と
な
っ
た
。
人
々
が
餓

死
し
か
か
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
国
家
に
よ
る
救
済
が
必
要

で
あ
る
。
寛
容
の
精
神
で
話
を
聞
く
に
は
、
現
在
の
危
機
は

極
端
で
、
失
業
者
と
そ
の
扶
養
家
族
の
負
担
を
軽
減
す
る
た

一
二
七



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
八
〇
八
）

ン
ダ
イ
ス
、
ロ
バ
ー
ツ
及
び
ブ
ラ
ッ
ク
の
各
判
事
が
賛
成
し
、
バ

ト
ラ
ー
判
事
が
補
足
意
見
を
書
き
、
マ
ク
レ
イ
ノ
ル
ズ
判
事
の
み

が
反
対
意
見
を
書
い
て
い
る
。

1　

事
件
の
内
容

こ
こ
で
問
題
と
な
っ
た
の
は
一
九
二
三
年
に
制
定
さ
れ
た
添
加

ミ
ル
ク
禁
止
法
（F

illed m
ilk act

）
で
あ
る
。
添
加
ミ
ル
ク
と

は
、
脱
脂
粉
乳
に
、
牛
乳
以
外
の
何
か
か
ら
と
っ
た
脂
肪
、
通
常

は
植
物
油
、
を
添
加
し
て
再
構
成
さ
れ
た
ミ
ル
ク
の
こ
と
で
あ
る
。

一
般
的
に
は
風
味
が
悪
く
、
そ
の
ま
ま
で
は
飲
料
に
は
適
さ
な
い

が
、
コ
ー
ヒ
ー
用
の
ミ
ル
ク
や
調
理
用
に
は
十
分
に
使
用
に
耐
え

る
。
キ
ャ
ロ
リ
ー
ヌ
社
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
に
、
添
加
剤
と
し
て

椰
子
の
実
油
（
コ
コ
ナ
ッ
ツ
オ
イ
ル
）
を
使
用
し
た
も
の
を
、
ミ

ル
ナ
ッ
ツ
（M

ilnut

）
と
い
う
商
品
名
で
発
売
し
て
ヒ
ッ
ト
し
た
。

当
時
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
が
米
国
統
治
下
に
あ
っ
た
た
め
、
椰
子
の
実

油
は
、
極
め
て
安
価
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
か
ら
輸
入
さ
れ
て
い
た
。
こ

の
頃
は
、
普
通
の
牛
乳
を
冷
凍
輸
送
し
た
り
貯
蔵
し
た
り
す
る
こ

と
が
困
難
な
た
め
、
ミ
ル
ナ
ッ
ツ
は
、
広
く
利
用
可
能
な
乳
製
品

と
し
て
急
速
に
普
及
し
て
い
っ
た
。

そ
こ
で
、
ボ
ー
デ
ン
社
等
既
存
の
乳
製
品
業
者
は
、
議
会
に
運

動
し
て
添
加
ミ
ル
ク
禁
止
法
を
制
定
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

一
九
四
六
年
に
、
社
会
保
障
委
員
会
は
社
会
保
障
局
（S

ocial 
S
ecurity A

dm
inistration

）
へ
と
改
称
さ
れ
た
。
一
九
五
三
年

に
、
ま
た
大
き
な
行
政
組
織
改
革
が
行
わ
れ
て
、
連
邦
保
障
局
は

廃
止
さ
れ
、
代
わ
っ
て
保
健
教
育
福
祉
省
（D

epartm
ent of 

H
ealth, E

ducation, and W
elfare

）
が
設
け
ら
れ
、
社
会
保
障

局
は
、
そ
の
傘
下
機
関
と
な
っ
て
独
立
性
を
失
っ
た
。
保
健
教
育

福
祉
省
は
一
九
八
〇
年
に
改
組
さ
れ
て
保
健
社
会
福
祉
省

（D
epartm

ent of H
ealth and H

um
an S

ervices

）
に
な
る
。

し
か
し
、
一
九
九
四
年
に
ク
リ
ン
ト
ン
大
統
領
は
、
社
会
保
障
局

を
、
再
び
元
の
独
立
行
政
機
関
に
戻
し
た
。

（
四
）　

合
衆
国
対
キ
ャ
ロ
リ
ー
ヌ
社
事
件

こ
のU

nited S
tates v. C

arolene P
roducts C

om
pany, 304 

U
.S

. 144 

（1938

）
事
件
は
、
一
九
三
八
年
四
月
二
五
日
に
下
さ

れ
た
。
判
決
本
体
は
、
連
邦
議
会
に
よ
る
通
商
条
項
の
発
動
に
対

し
て
、
完
全
に
無
批
判
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
も
の
で
、
む
し

ろ
ニ
ュ
ー
コ
ー
ト
の
恥
部
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
の
判
決
が
重
要
な
の
は
、
二
重
の
基
準
論
の

判
例
法
的
根
拠
と
言
う
べ
き
、
脚
注
四
が
書
か
れ
て
い
る
が
故
で

あ
る
。

判
決
は
、
ス
ト
ー
ン
判
事
が
執
筆
し
、
ヒ
ュ
ー
ズ
長
官
、
ブ
ラ

一
二
八



憲
法
革
命
前
後
（
甲
斐
）

（
八
〇
九
）

一
四
条
の
中
に
包
摂
さ
れ
る
と
判
断
さ
れ
た
場
合
に
も
、
等

し
く
特
定
的
と
考
え
ら
れ
る
。〈
参
照
判
例
略
〉

望
ま
し
く
な
い
立
法
の
廃
止
を
も
た
ら
す
こ
と
が
通
常
期

待
さ
れ
う
る
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
を
制
約
す
る
立
法
が
、
修
正

第
一
四
条
の
一
般
的
な
禁
止
の
下
で
、
他
の
種
類
の
ほ
と
ん

ど
の
立
法
よ
り
も
、
よ
り
厳
格
な
司
法
審
査
に
服
す
べ
き
か

否
か
を
、
今
検
討
す
る
こ
と
は
必
要
で
は
な
い
。〈
参
照
判

例
略
〉

ま
た
、
特
定
の
宗
教
的
少
数
者
〈
参
照
判
例
略
〉、
あ
る
い

は
出
身
国
か
ら
見
た
少
数
者
〈
参
照
判
例
略
〉、
若
し
く
は

人
種
的
少
数
者
〈
参
照
判
例
略
〉
に
向
け
ら
れ
た
法
律
の
審

査
に
類
似
の
考
慮
が
働
く
か
ど
う
か
、
切
り
離
さ
れ
孤
立
し

た
少
数
者
に
対
す
る
偏
見
が
、
少
数
者
を
保
護
す
る
た
め
通

常
は
頼
り
に
な
る
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
の
作
用
を
著
し
く
制
約

す
る
傾
向
を
持
ち
、
そ
れ
故
、
相
当
し
た
よ
り
厳
格
な
司
法

審
査
を
要
求
す
る
か
も
し
れ
な
い
特
別
の
条
件
か
ど
う
か
に

つ
い
て
も
検
討
す
る
必
要
は
存
し
な
い
。〈
参
照
判
例
略

（
30
）

〉」

4　

そ
の
後

連
邦
法
と
し
て
の
添
加
ミ
ル
ク
規
制
法
は
、
州
際
取
引
を
禁
止

し
て
い
る
だ
け
な
の
で
、
こ
の
判
決
後
も
、
キ
ャ
ロ
リ
ー
ヌ
社
は
、

脱
脂
ミ
ル
ク
に
乳
脂
肪
以
外
の
脂
肪
や
油
を
混
入
し
て
ミ
ル
ク
に

類
似
さ
せ
た
添
加
ミ
ル
ク
は
、
公
衆
の
健
康
を
損
な
う
不
純
食
品

で
あ
っ
て
、
そ
の
販
売
は
公
衆
に
対
す
る
詐
欺
で
あ
り
、
州
際
通

商
に
載
せ
る
こ
と
を
禁
ず
る
と
い
う
趣
旨
の
も
の
で
あ
っ
た
。
幾

つ
か
の
州
で
も
同
様
の
法
律
が
制
定
さ
れ
た
。

キ
ャ
ロ
リ
ー
ヌ
社
は
、
こ
の
連
邦
法
に
違
反
し
て
、
起
訴
さ
れ

た
。2　

判
決
の
内
容

ス
ト
ー
ン
判
事
は
次
の
様
に
述
べ
た
。

「
そ
の
文
面
に
照
ら
し
、
連
邦
議
会
の
委
員
会
報
告
を
含

む
裁
判
所
に
と
り
明
白
な
事
実
か
ら
、
同
法
は
州
際
取
引
及

び
適
正
手
続
き
に
関
す
る
議
会
の
規
制
権
限
の
中
に
あ
る
と

推
定
さ
れ
る
。
起
訴
状
に
対
す
る
異
議
は
却
下
す
る
」

3　

脚
注
四

原
文
は
長
文
で
あ
る
が
、
以
下
に
、
そ
の
中
心
的
な
部
分
を
紹

介
す
る
。「

立
法
が
、
憲
法
の
特
定
の
禁
止
に
文
面
上
該
当
す
る
と

思
わ
れ
る
場
合
に
は
、
合
憲
性
の
推
定
の
作
用
の
範
囲
は
狭

い
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
例
え
ば
、
は
じ
め
の
一
〇
箇
条
の

修
正
条
項
の
よ
う
な
場
合
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
、
修
正
第

一
二
九



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
八
一
〇
）

は
一
九
三
八
年
判
決
を
維
持
し
た
。

ハ
ウ
ザ
ー
は
服
役
し
た
が
、
大
統
領
の
特
赦
に
よ
り
出
獄
す
る

こ
と
が
で
き
た
。
以
後
、
同
社
は
生
産
拠
点
の
あ
る
州
内
の
販
売

に
特
化
し
た
。
一
九
五
〇
年
に
キ
ャ
ロ
リ
ー
ヌ
社
は
ミ
ル
ノ
ッ
ト

社
（M

ilnot C
om

pany

）
に
社
名
を
変
更
し
た
。

一
九
七
二
年
に
な
っ
て
、
同
社
は
、
イ
リ
ノ
イ
州
地
方
裁
判
所

に
お
い
て
、
つ
い
に
添
加
ミ
ル
ク
規
制
法
は
第
五
修
正
の
適
正
手

続
条
項
に
違
反
し
、
違
憲
と
す
る
判
決
を
勝
ち
取
る
こ
と
が
で
き

た
（M

ilnot C
om

pany v. R
ichardson, 350 F

. S
upp. 221 - 

D
ist. C

ourt, S
D
 Illinois 1972 （

31
）

）。
こ
の
判
決
に
対
し
て
、
連

邦
政
府
は
上
級
審
に
上
告
し
な
か
っ
た
た
め
、
一
九
七
三
年
、
同

法
は
違
憲
で
あ
る
こ
と
が
確
定
し
た
。

こ
れ
を
き
っ
か
け
に
、
州
法
で
添
加
ミ
ル
ク
を
規
制
し
て
い
た

一
一
の
州
は
、
い
ず
れ
も
そ
の
法
律
を
廃
止
し
た
。
ハ
ウ
ザ
ー
は

裁
判
所
の
判
決
後
の
一
九
七
六
年
に
九
四
歳
で
死
亡
し
た

（
32
）

。

﹇
お
わ
り
に
﹈

わ
が
国
で
は
、
芦
部
信
喜
等
の
紹
介
に
よ
り
、
一
般
に
、
二
重

の
基
準
は
、
自
由
権
に
関
す
る
審
査
基
準
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し

か
し
、
本
稿
に
示
し
た
ロ
ッ
ク
ナ
ー
判
決
か
ら
憲
法
革
命
ま
で
の

イ
リ
ノ
イ
州
な
ど
、
州
内
に
お
け
る
こ
の
商
品
の
販
売
を
規
制
し

て
い
な
い
州
で
、
ミ
ル
ナ
ッ
ツ
の
販
売
を
継
続
し
た
。
そ
の
後
、

第
二
次
大
戦
に
よ
り
椰
子
の
実
油
の
輸
入
が
止
ま
っ
た
の
で
、
使

用
す
る
植
物
油
を
大
豆
油
に
変
更
し
、
商
品
名
を
ミ
ル
ナ
ッ
ツ
か

ら
ミ
ル
ノ
ッ
ト
（M

ilnot

）
へ
変
更
し
た
。

一
九
四
一
年
、
同
社
の
社
長
ハ
ウ
ザ
ー
（C

harlie H
ouser

）

等
は
、
ミ
ル
ノ
ッ
ト
を
、
州
境
を
越
え
て
販
売
し
た
罪
に
よ
り
、

ウ
ェ
ス
ト
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
連
邦
裁
判
所
で
起
訴
さ
れ
た
。

ハ
ウ
ザ
ー
は
事
実
関
係
に
つ
い
て
は
争
わ
な
か
っ
た
が
、
添
加

ミ
ル
ク
規
制
法
は
違
憲
で
あ
る
が
故
に
無
罪
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

し
か
し
、
地
方
裁
判
所
は
一
九
三
八
年
最
高
裁
判
所
判
例
を
引
用

し
て
同
法
を
合
憲
と
し
、
ハ
ウ
ザ
ー
等
に
懲
役
一
年
、
そ
の
後
二

年
間
の
保
護
観
察
と
罰
金
一
〇
〇
〇
ド
ル
を
言
い
渡
し
た
。
第
四

巡
回
区
高
等
裁
判
所
も
こ
の
判
決
を
支
持
し
た
。

最
高
裁
判
所
は
上
告
を
受
け
付
け
、
リ
ー
ド
（S

tanley 
F
orm

an R
eed

）
判
事
が
判
決
を
書
い
た
（C

arolene P
roducts 

C
o. v. U

nited S
tates - 323 U

.S
. 18 

（1944

））。
こ
の
事
件

で
裁
判
所
が
審
理
し
た
の
は
、
添
加
ミ
ル
ク
規
制
法
が
第
五
修
正

の
適
正
手
続
条
項
に
抵
触
し
て
い
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

リ
ー
ド
判
事
は
様
々
な
検
討
を
行
っ
た
が
、
し
か
し
結
論
と
し
て

一
三
〇



憲
法
革
命
前
後
（
甲
斐
）

（
八
一
一
）

結
果
発
生
し
た
苦
闘
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

し
た
が
っ
て
、
我
々
と
し
て
は
、
米
国
法
と
の
比
較
を
考
え
る

に
当
た
り
、
二
重
の
審
査
基
準
と
社
会
権
と
の
関
係
を
、
よ
り
慎

重
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

（
1
） 

ラ
イ
ア
カ
ッ
ト
・
ア
ハ
メ
ド
著
（
吉
田
利
子
翻
訳
）『
世
界
恐

慌
』
下
巻
一
一
四
頁
（
筑
摩
書
房
二
〇
一
三
年
刊
）
よ
り
引
用
。

同
書
は
、
二
〇
一
〇
年
に
ピ
ュ
ー
リ
ッ
ツ
ァ
賞
（
歴
史
書
部
門
）

を
獲
得
し
た“L

ords of F
inance: T

he B
ankers W

ho B
roke 

the W
orld” by L

iaquat A
ham

ed

（T
he P

enguin P
ress

）
の

全
訳
で
あ
る
。

（
2
） 

注（
1
）紹
介
書
一
一
七
頁
よ
り
引
用
。

（
3
） 

こ
の
一
九
二
九
年
減
税
法
は
、
正
式
名
称
を
「R

educing 
rates of incom

e tax for the calendar year 1929

」
と
い
う
。

こ
の
当
時
の
所
得
税
は
基
本
税
率
と
付
加
税
率
と
い
う
二
つ
の

課
税
で
成
り
立
っ
て
い
た
。
一
九
二
八
年
法
の
場
合
、
基
本
税
率

は
年
収
〇
〜
四
〇
〇
〇
ド
ル
以
下
の
も
の
は
一
・
五
％
、
四
〇
〇
〇

ド
ル
超
八
〇
〇
〇
ド
ル
以
下
の
者
は
三
％
、
八
〇
〇
〇
ド
ル
超
の

者
は
一
律
五
％
で
あ
っ
た
。
付
加
税
率
は
八
〇
〇
〇
ド
ル
以
下
の

者
に
は
な
く
、
八
〇
〇
〇
ド
ル
超
の
者
は
五
％
、
一
万
ド
ル
超
の

者
は
六
％
と
累
進
し
て
い
っ
て
、
一
〇
万
ド
ル
超
の
者
は
二
〇
％

と
な
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
最
高
税
率
は
五
＋
二
〇
＝
二
五
％

で
あ
っ
た
。

判
例
を
、
そ
し
て
憲
法
革
命
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
た
判
例
を
見
る

と
、
ロ
ッ
ク
ナ
ー
事
件
が
パ
ン
屋
労
働
者
の
労
働
時
間
制
限
法
で

あ
り
、
パ
リ
ッ
シ
ュ
事
件
が
女
性
労
働
者
の
最
低
賃
金
法
で
あ
る

こ
と
に
端
的
に
し
め
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
労

働
権
の
擁
護
に
関
連
す
る
社
会
法
の
領
域
に
属
す
る
問
題
で
あ
る
。

あ
る
い
は
反
ト
ラ
ス
ト
法
な
ど
の
経
済
法
領
域
の
問
題
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
わ
が
国
の
感
覚
で
言
う
な
ら
ば
、
経
済
的
自
由
権

の
問
題
と
言
う
よ
り
、
社
会
権
が
問
題
に
な
っ
た
と
い
う
方
が
正

し
い
。

ま
た
、
本
稿
冒
頭
に
憲
法
革
命
に
影
響
を
受
け
な
か
っ
た
重
要

判
例
と
し
て
紹
介
し
た
ニ
ア
事
件
は
報
道
の
自
由
、
す
な
わ
ち
知

る
権
利
に
奉
仕
す
る
権
利
の
問
題
で
あ
り
、
ス
コ
ッ
ツ
ボ
ロ
・

ボ
ー
イ
ズ
事
件
は
刑
事
基
本
権
と
い
う
よ
う
に
、
文
字
通
り
の
精

神
的
自
由
権
と
い
う
よ
り
は
広
い
概
念
で
あ
る
。

こ
う
し
た
社
会
権
領
域
に
属
す
る
立
法
に
対
す
る
違
憲
審
査
が
、

自
由
権
の
審
査
と
い
う
形
式
を
取
っ
て
し
ま
う
の
は
、
一
方
に
お

い
て
米
国
議
会
が
資
本
主
義
の
爛
熟
に
伴
っ
て
発
生
す
る
社
会
問

題
に
真
摯
に
取
り
組
ん
で
い
る
の
に
対
し
、
連
邦
最
高
裁
判
所
が
、

世
界
最
古
の
憲
法
が
適
切
な
修
正
を
受
け
な
い
ま
ま
に
、
そ
う
し

た
新
し
い
社
会
立
法
に
対
し
て
判
断
を
下
す
こ
と
を
求
め
ら
れ
た

一
三
一



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
八
一
二
）

示
録
に
書
か
れ
て
い
る
四
人
の
騎
士
の
こ
と
で
、
四
騎
士
は
そ
れ

ぞ
れ
が
、
支
配
、
戦
争
、
飢
饉
、
死
を
象
徴
し
て
い
る
と
言
わ
れ

る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
四
騎
士
と
い
う
表
現
は
、
決
し
て
好
意
的

な
も
の
で
は
無
い
。

（
8
） 

モ
ア
ヘ
ッ
ド
事
件
（M

orehead v. N
ew

 Y
ork, 298 U

.S
. 

587

（1936

））
は
、
基
本
的
に
ロ
ッ
ク
ナ
ー
判
決
と
同
一
論
旨
の

た
め
、
本
稿
で
は
個
別
判
例
に
は
取
り
上
げ
て
い
な
い
の
で
、
こ

こ
で
簡
単
に
注
記
す
る
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
最
低
賃
金
法
は
、
労
働

規
制
立
法
に
対
す
る
連
邦
最
高
裁
判
所
の
狭
い
許
容
範
囲
に
備
え

て
、
州
労
働
委
員
会
に
サ
ー
ビ
ス
分
野
ご
と
に
固
定
賃
金
を
修
正

す
る
権
限
を
与
え
る
と
い
う
工
夫
を
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ

で
も
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
第
一
四
修
正
の
保
障
す
る
契
約
の
自

由
を
侵
害
す
る
と
し
て
違
憲
と
し
た
。

（
9
） 

ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
が
、
こ
の
日
の
炉
端
談
話
で
語
っ
た
内
容
の

詳
細
は
、
次
の
サ
イ
ト
参
照
。

http://w
w
w
.w

yzant.com
/resources/lessons/history/

hpol/fdr/chat/

（
10
） 

ア
ト
キ
ン
ス
対
児
童
病
院
事
件
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ロ
ッ

ク
ナ
ー
時
代
│
ホ
ワ
イ
ト
第
九
代
及
び
タ
フ
ト
第
一
〇
代
長
官
の

時
代
│
」
日
本
法
学
七
九
巻
三
号
参
照
。

（
11
） 

小
説
「
も
の
ま
ね
鳥
を
殺
せ
ば
」
は
、
日
本
リ
ー
ダ
ー
ズ
ダ

イ
ジ
ェ
ス
ト
社
が
一
九
六
二
年
に
邦
訳
を
刊
行
し
た
際
の
表
題
で

あ
る
。
残
念
な
が
ら
絶
版
と
な
っ
て
い
る
。H

arper L
ee

著“T
o 

K
ill a M

ockingbird”

が
原
書
で
、
一
九
六
一
年
ピ
ュ
ー
リ
ッ

こ
の
減
税
法
は
、
基
本
税
率
の
最
低
を
上
記
一
・
五
％
か
ら

〇
・
五
％
に
、
三
％
を
二
％
に
、
五
％
を
四
％
に
そ
れ
ぞ
れ
引
き
下

げ
た
。
ま
た
、
法
人
税
の
基
本
税
率
も
一
二
％
で
あ
っ
た
も
の
を

同
じ
く
一
％
下
げ
て
一
一
％
と
す
る
な
ど
、
広
い
範
囲
で
、
税
率

を
一
律
一
％
引
き
下
げ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

（
4
） 

一
九
三
〇
年
関
税
法
は
、
正
式
名
称
を
「T

o provide 
revenue, to regulate com

m
erce w

ith foreign countries, to 
encourage the industries of the U

nited S
tates, to protect 

A
m
erican labor, and for other purposes

」
と
い
う
。
二
万
品

目
以
上
に
わ
た
っ
て
、
大
幅
に
関
税
の
引
き
上
げ
を
定
め
た
法
律

で
あ
っ
た
。

（
5
） 

注（
1
）紹
介
書
二
一
三
頁
よ
り
引
用
。

（
6
） 

一
九
三
二
年
租
税
法
（R

evenue A
ct of 1932

）
で
は
、
基

本
税
率
は
、
年
間
所
得
が
〇
〜
四
〇
〇
〇
ド
ル
以
下
の
も
の
が

四
％
、
四
〇
〇
〇
ド
ル
超
の
者
が
一
律
八
％
と
な
っ
て
い
た
。
付

加
税
率
は
、
六
〇
〇
〇
ド
ル
未
満
の
者
は
〇
％
で
、
六
〇
〇
〇
ド

ル
以
上
の
者
は
一
％
、
八
ド
ル
以
上
の
者
は
二
％
と
い
う
よ
う
に

累
進
し
て
い
っ
て
、
一
〇
万
ド
ル
以
上
の
者
は
五
五
％
と
な
る
。

し
た
が
っ
て
一
〇
万
ド
ル
以
上
の
者
の
税
率
は
八
＋
五
五
＝

六
三
％
と
な
る
。
こ
の
結
果
、
年
収
四
〇
〇
〇
ド
ル
の
者
を
例
に

と
る
と
、
一
九
二
九
年
減
税
法
の
下
で
は
二
〇
ド
ル
で
あ
っ
た
の

に
、
一
九
三
二
年
に
は
一
六
〇
ド
ル
と
一
気
に
八
倍
の
増
税
と

な
っ
た
。

（
7
） 

黙
示
録
の
四
騎
士
：
新
約
聖
書
の
最
後
に
あ
る
ヨ
ハ
ネ
の
黙

一
三
二



憲
法
革
命
前
後
（
甲
斐
）

（
八
一
三
）

度
務
め
、
一
九
六
八
年
に
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
大
統
領
選
挙
に
候

補
と
し
て
立
候
補
し
た
政
治
家
で
あ
る
。
彼
が
ア
ラ
バ
マ
州
知
事

に
当
選
し
た
時
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
「
今
日
も
人
種
隔
離
を
！　

明

日
も
人
種
隔
離
を
！　

永
遠
に
人
種
隔
離
を
！
」（I say 

segregation now
, segregation tom

orrow
, segregation 

forever

）
と
い
う
も
の
で
、
骨
の
髄
ま
で
の
人
種
差
別
主
義
者
で

あ
っ
た
。
そ
の
彼
で
さ
え
、
特
赦
を
与
え
た
点
に
こ
の
事
件
の
特

徴
が
表
れ
て
い
る
。
彼
の
有
名
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
含
む
演
説
は
、

次
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

http://w
eb.utk.edu/̃m

fitzge1/docs/374/w
allace_seg63.

pdf

（
17
） 

一
九
五
〇
年
一
二
月
に
、
パ
タ
ー
ソ
ン
は
別
件
で
、
殺
人
罪

で
告
発
さ
れ
、
一
九
五
一
年
九
月
六
年
〜
一
五
年
の
不
定
期
刑
を

宣
告
さ
れ
る
。
一
九
五
二
年
八
月
、
癌
の
た
め
死
亡
。

（
18
） 

ス
コ
ッ
ツ
ボ
ロ
・
ボ
ー
イ
ズ
の
、
連
邦
最
高
裁
判
決
後
の
運

命
に
つ
い
て
は
、
多
数
の
サ
イ
ト
が
あ
る
が
、
互
い
に
若
干
の
矛

盾
が
あ
る
。
本
文
の
記
述
は
、
基
本
的
に
は
次
の
二
つ
の
サ
イ
ト

に
依
存
し
て
い
る
が
、
矛
盾
す
る
点
に
つ
い
て
は
、
他
の
サ
イ
ト

も
参
照
し
、
多
数
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
記
述
し
て
い
る
。

http://w
w
w
.pbs.org/w

gbh/am
ex/scottsboro/tim

eline/
tim

eline2.htm
l

http://en.w
ikipedia.org/w

iki/S
cottsboro_B

oys#F
inal_

decisions_and_afterm
ath

（
19
） 
非
委
任
の
法
則
（doctrine of nondelegation

）
と
は
、
国

ツ
ァ
賞
小
説
部
門
受
賞
作
で
あ
る
。
こ
れ
はG

rand C
entral 

P
ublishing

のR
eprint

版
（1988/10/11

）
が
入
手
可
能
で
あ
る
。

（
12
） 
映
画
「
ア
ラ
バ
マ
物
語
」
と
い
う
の
は
邦
題
で
、
原
題
は

“T
o K

ill a M
ockingbird”

で
、
前
注
に
紹
介
し
た
作
品
の
映
画

化
で
あ
る
。
一
九
六
二
年
度
ア
カ
デ
ミ
ー
賞
を
主
演
男
優
賞
（
グ

レ
ゴ
リ
ー
・
ペ
ッ
ク
）、
脚
色
賞
、
美
術
賞
の
三
部
門
で
獲
っ
た
ほ

か
、
同
年
度
ゴ
ー
ル
デ
ン
グ
ロ
ー
ブ
賞
で
も
、
主
演
男
優
賞
及
び

作
曲
賞
を
獲
っ
た
傑
作
で
あ
る
。

（
13
） 

ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル“T

he S
cottsboro B

oys”

は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
・
ブ
ロ
ー
ド
ウ
ェ
イ
で
上
演
さ
れ
た
作
品
で
、
二
〇
一
〇
年
度

ト
ニ
ー
賞
で
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
作
品
賞
等
計
一
一
部
門
に
ノ
ミ
ネ
ー

ト
さ
れ
た
と
い
う
傑
作
で
あ
る
が
、
不
運
に
も
、
一
つ
も
ト
ニ
ー

賞
を
取
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

（
14
） 

連
邦
最
高
裁
に
上
告
し
た
の
は
、O

zie P
ow

ell, W
illie 

R
oberson, A

ndy W
right

及
びO

len M
ontgom

ery

で
あ
る
。

（
15
） 

全
米
有
色
人
種
地
位
向
上
協
会
（N

ational A
ssociation 

for the A
dvancem

ent of C
olored P

eople

＝N
A
A
C
P

）
は
、

一
九
〇
九
年
二
月
一
二
日
に
設
立
さ
れ
た
、
米
国
で
最
も
古
い
公

民
権
運
動
組
織
の
一
つ
で
あ
る
。
ち
な
み
に
こ
の
創
立
日
は
、
リ

ン
カ
ー
ン
生
誕
の
一
〇
〇
年
目
に
当
た
る
。
後
の
ブ
ラ
ウ
ン
事
件

等
で
中
心
的
な
役
割
を
果
た
す
団
体
で
あ
る
。
Ｎ
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｐ
の
歴

史
及
び
活
動
に
つ
い
て
は
、
次
を
参
照
。

http://w
w
w
.naacp.org/pages/naacp-history

（
16
） G

eorge C
orley W

allace Jr.

は
、
ア
ラ
バ
マ
州
知
事
を
四

一
三
三



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
八
一
四
）

る
。
一
八
二
二
年
に
最
初
に
制
定
さ
れ
、
そ
の
後
数
次
の
改
正
を

経
た
後
、
一
九
三
八
年
にF

ederal R
ules of C

ivil P
rocedure 

に
全
面
改
正
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
、
こ
の
判
決
当
時
の
ル
ー
ル

二
七
が
正
確
に
ど
の
よ
う
な
内
容
な
の
か
、
把
握
で
き
な
か
っ
た
。

（
24
） 

ギ
ボ
ン
ズ
対
オ
グ
デ
ン
事
件
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
米
国
違

憲
立
法
審
査
権
の
確
立
│
マ
ー
シ
ャ
ル
第
四
代
長
官
の
時
代
│
」

日
本
法
学
七
八
巻
三
号
一
五
〇
頁
参
照
。

（
25
） 

新
法
の
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
次
を
参
照
。

http://w
w
w
.nber.org/chapters/c2882.pdf

（
26
） G

uff ey-V
inson C

oal A
ct

を
合
憲
と
し
た
の
は
、
次
の
判

決
で
あ
る
。

S
unshine A

nthracite C
oal C

o. v. A
dkins - 310 U

.S
. 381

（1940

）

（
27
） 

ロ
バ
ー
ツ
メ
モ
が
掲
載
さ
れ
た
の
は
、the U

niversity of 
P
ennsylvania L

aw
 R

eview

の
一
九
五
五
年D

ecem
ber

の
巻
頭

で
あ
る
（
通
算
三
〇
三
頁
）。

（
28
） 

連
邦
最
高
裁
判
所
の
表
決
に
お
い
て
、
欠
席
者
が
い
る
た
め

に
賛
否
同
数
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
判
決
は
そ
れ
で
確
定
す
る
が
、

判
決
と
し
て
の
拘
束
力
は
無
く
、status quo ante

（
原
状
ど
お

り
）
と
さ
れ
る
。
そ
の
判
決
に
は
、
判
事
の
意
見
は
付
さ
れ
ず
、

た
だ
一
行
「
判
事
は
、
賛
否
同
数
評
決
と
決
し
た
」
と
の
み
記
述

さ
れ
る
。

（
29
） G

eneral C
ounsel

：
訟
務
検
事
と
訳
し
た
の
は
、
そ
れ
が
司

法
省
に
属
す
る
検
察
官
と
し
て
の
身
分
を
有
し
、
通
常
、
各
省
庁

家
の
あ
る
権
力
府
は
、
他
の
権
力
府
に
属
す
る
機
関
に
対
し
て
、

憲
法
上
自
ら
に
託
さ
れ
た
権
力
を
委
任
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
、

と
い
う
法
則
で
あ
る
。
そ
れ
を
認
め
て
は
、
権
力
分
立
制
は
無
意

味
な
も
の
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

（
20
） 

市
場
年
度
（M

arketing year

）
と
は
、
特
定
の
商
品
に
関

し
て
行
わ
れ
る
年
度
を
意
味
す
る
。
農
産
物
の
場
合
に
は
、
通
常
、

そ
の
収
穫
期
か
ら
次
の
収
穫
期
ま
で
を
一
市
場
年
度
と
す
る
。

（
21
） 

床
税
（F

loor tax
）
と
は
、
倉
庫
に
格
納
さ
れ
て
い
る
商
品

に
課
さ
れ
る
租
税
を
言
う
。

（
22
） 

テ
ネ
シ
ー
渓
谷
開
発
公
社
法
の
法
律
の
正
式
名
称
を
英
語
で

示
す
。

A
n A

ct T
o im

prove the navigability and to provide for 
the fl ood control of the T

ennessee R
iver; to provide for 

reforestation and the proper use of m
arginal lands in the 

T
ennessee V

alley; to provide for the agricultural and 
industrial developm

ent of said valley; to provide for the 
national defense by the creation of a corporation for the 
operation of G

overnm
ent properties at and near M

uscle 
S
hoals in the S

tate of A
labam

a, and for other purposes.

（
23
） 

本
文
で
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
が
言
及
し
て
い
る
エ
ク
イ
テ
ィ
ル
ー

ル
と
は
、T

he F
ederal E

quity R
ules

の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
は
、
連
邦
裁
判
所
に
係
属
す
る
エ
ク
イ
テ
ィ
訴
訟
に
適
用
す

る
た
め
、
連
邦
議
会
の
授
権
法
に
基
づ
き
連
邦
最
高
裁
判
所
に

よ
っ
て
作
成
さ
れ
、
議
会
の
承
認
に
よ
っ
て
成
立
し
た
も
の
で
あ

一
三
四



憲
法
革
命
前
後
（
甲
斐
）

（
八
一
五
）

ま
た
は
政
府
関
係
機
関
で
勤
務
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
わ
が
国

訟
務
検
事
と
類
似
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
文
に
も

述
べ
た
よ
う
に
、
個
別
の
組
織
ご
と
に
任
命
さ
れ
、
任
期
制
で
あ

る
点
で
、
わ
が
国
の
訟
務
検
事
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

（
30
） 

キ
ャ
ロ
リ
ー
ヌ
事
件
判
決
の
脚
注
四
に
つ
い
て
は
、
松
井
茂

記
『
二
重
の
基
準
論
』
有
斐
閣
一
九
九
四
年
刊
、
一
八
頁
よ
り
引

用
（
31
） 

こ
の
事
件
は
、
立
法
の
違
憲
確
認
訴
訟
で
あ
り
、
被
告
で
あ

るE
lliot R

ichardson
は
、
連
邦
健
康
・
教
育
・
福
祉
省
長
官

（S
ecretary of H

ealth, E
ducation and W

elfare of the 
U
nited S

tates

）
で
、
そ
の
職
責
が
本
件
添
加
ミ
ル
ク
規
制
法
を

含
む
食
品
や
薬
品
を
管
轄
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
職
責
と
し
て

被
告
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

（
32
） 

本
稿
で
記
述
し
た
ハ
ウ
ザ
ー
に
関
係
す
る
細
か
な
事
実
関
係

は
、
次
の
サ
イ
ト
に
依
存
し
て
い
る
。
こ
の
サ
イ
ト
の
筆
者Josh 

B
lackm

an

は
、
南
テ
キ
サ
ス
法
科
大
学
（S

outh T
exas C

ollege 
of L

aw

）
の
准
教
授
で
あ
る
。

h
ttp

://josh
b
lack

m
an.com

/b
log/2012/09/06/

constitutional-faces-carolene-products-defendant-charles-
hauser-returns-to-the-suprem

e-court/

一
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